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ごあいさつ

和木町では、これまで、昭和 53年に「和木町総合計画」を策定して以降、昭和 61年にこ

の改訂版である「和木町新総合計画」を、平成８年に「第３次総合計画」を、平成 18年に「第

４次総合計画」を策定し、「緑の風薫る文化のまち和木町」を将来像に掲げ、これらの計画内

容に基づいて、まちづくりを進めてまいりました。

この間、世界的な金融不況による日本経済の失速、ＩＣＴをはじめとする急速な科学技術

の進展、人口減少社会への突入などの社会経済情勢の変化、そして、平成 23 年３月の未曽有

の大災害となった東日本大震災の発生など、我が国全体が、これまでに経験したことのない

大きな転換期を迎えています。

これからの 10 年は、さらに進む人口減少の問題や財政問題など、本町を取り巻く状況は厳

しさを増すことが予測されますが、本町の地域特性を生かしたうるおいのある豊かなまちを

構築し、快適な生活環境のもとであたたかい心のきずなで結ばれたまち、産業や教育・文化

の息づくまちを創りあげるため、本町の将来像を引き続き、「緑の風薫る文化のまち和木町」

と定めるとともに、本計画期間でめざす目標を「あいさつと笑顔あふれるまち」とし、その

実現に向けた取組みを推進します。

今後、本計画を町政の最上位計画と位置づけ、各施策を着実に推進し、掲げた将来像の実

現に向け全力を傾けてまいる所存でございますので、町民の皆さまの一層のご理解とご協力

をお願い申し上げます。

最後に、この総合計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました和木町第５次総合計

画策定委員会ならびに議会の皆さまをはじめ、貴重なご意見、ご提言をくださいました町民

の皆さまに対し、心より感謝申し上げます。

平成 28 年３月

和木町長 米本 正明
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第１章 計画策定の趣旨

本町では、昭和53年に町政の長期的、総合的な指針となる「和木町総合計画」を策定

し、以後平成18年に策定した「第4次和木町総合計画」まで、一貫して「緑の風薫る文化

のまち」を将来目標として掲げ、その実現のために諸施策を展開してきました。

近年では、本格的な少子高齢社会を迎え、我が国の人口が減少に向かう流れが現実のも

のとなっています。いわゆる「団塊の世代」と呼ばれる、我が国の高度経済成長を支えて

きた世代が高齢化し、世界に類を見ない高齢社会を迎えることから、新たな地域社会の構

築と維持が課題となっています。

また、情報通信技術（ＩＣＴ）の急速な発展に伴い、情報量の増加や伝達速度の向上に

とどまらず、人と人とのつながりのあり方、価値観の変化、ライフスタイルの多様化が一

層進んでいます。

本町においても例外ではなく、人口減少、高齢化は進行しています。町民の暮らしに関

する価値観が多様化する中で、我が町に住み、ともに歩む支えとなる「和木町ならでは」

の魅力の創造が求められています。

一方で、山口県の東端に位置し、岩国市と広島県に囲まれた本町では、広域的な連携と

相互支援のもとでの町政振興が求められています。

町民との協働と広域的な連携を軸とし、さまざまな課題を克服し、町民の暮らしを豊か

にするため、今後の10年間の指針となる本計画を策定するものです。

第１章

計画策定の趣旨
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第２章 計画の性格と役割

本計画は、長期的展望に基づいて、本町を取り巻く環境の変化や現在及び近い将来に予

測されるさまざまな課題に適切に対応するとともに、本町がめざす将来像や基本方向の実

現に向けて、基本的な考え方や方策を示したものであり、次のような役割を持っています。

（１） 町行政の各分野、各セクションにおける施策展開の整合性、計画性及び効率

性を確保し、総合性を持たせる。

（２） 町民、企業、各種団体等に対しては、本計画書に盛り込まれた町の将来像や

基本目標などのまちづくりの方向性を示すことによって、町政に対する理解、

協力、参画意識が深まり、主体的かつ積極的な活動が活発に展開されていく

ことを期待する。

（３） 国、県及び広域市町村圏などに対しては、本計画の示す方向性を尊重し、積

極的に施策が展開されるよう要望する。

なお、本計画に基づく諸施策の推進にあたっては、別途５年間を見通した実施計画を毎

年策定し、今後の社会経済情勢の変化や財政状況に弾力的に対応しながら、計画的かつ着

実に推進していくものとします。

第２章

計画の性格と役割
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基本構想

基本計画

実施計画

第３章 計画の構成

本計画は、｢基本構想｣、｢基本計画｣及び｢実施計画｣から構成します。

21世紀に対応すべき諸課題を的

確に把握しながら、本町の将来像、

まちづくりの基本目標、人口目標

など、新しいまちづくりの基本方

針を示すとともに、その実現に向

けての施策の大綱と基本戦略を明

らかにするものです。

基本構想に基づき、目標年度であ

る平成32年度までに本町が推進

しようとする諸施策及び整備事業

を体系的に明らかにするものです。

基本計画に定められた諸施策、整

備事業を年度別に具体化するもの

であり、毎年度の予算編成の指針

となるものです。

第３章

計画の構成
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第４章 計画の期間

本計画の期間は次のとおりとします。

１ 基本構想

平成28年度を初年度とし、平成37年度を目標年度とする10か年計画とします。

２ 基本計画

平成28年度を初年度とし、平成32年度を目標年度とする５か年計画とします。

３ 実施計画

向こう５か年の計画を毎年見直すローリング計画とします。

第４章

計画の期間
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１
地位・地勢

本町は、山口県の東端に位置し、広島県と小瀬川を挟んで隣接しています。町域は岩国

市と接し、北は広島県大竹市、東は瀬戸内海に面しています。行政区域面積は10.58km2

で、そのうち約50％が山林であり、平地のほとんどは宅地化され、農耕地はわずか2.５％

となっています。

地勢は、南側に緑豊かな山々を擁し、北側を小瀬川に接した低い地域で東西に開け、小

瀬川河口部の堆積地の上にできた町です。気候は、瀬戸内海気候であり、気温は四季を通

して温度差が少なく、年間平均気温は15～16℃です。

■和木町の位置

山口県

島根県

広島県

和木町

第１章

和木町の地域特性
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２
和木町の成り立ち

本町は、江戸時代には岩国藩の配下にあり、明治の廃藩置県の際には、小瀬・和木・関ヶ

浜・瀬田の４村を統治して小瀬川村となり、明治32年に小瀬村と分離して和木村が誕生、

昭和48年に町制施行し和木町となりました。

産業は、かつては農業と海苔の生産が主でしたが、明治39年に現在の日本製紙（株）

の前身である芸防抄紙（株）が進出、さらに昭和15年に陸軍燃料廠、次いで現在のＪＸ

エネルギー（株）麻里布製油所の前身である興亜石油（株）が設立されるに至り、工業の

町としての色彩が強まりました。その後、戦争により打撃を受けましたが、昭和31年に

三井化学（株）の前身である三井石油化学工業（株）が陸軍燃料廠跡地に進出するにおよ

び、日本初の石油化学コンビナートの町として脚光を浴びるに至りました。

これらの裕福な財政を背景とし、昭和52年に和木地区の公共下水道が完成し、昭和56

年に、瀬田・関ヶ浜地区においても公共下水道が共用開始され、現在、普及率は99.5％

となっています。

昭和54年から、和木町の唯一の観光資源である蜂ヶ峯総合公園の整備に着手し、昭和

62年にオープンの運びとなり、その後も平成２年にはバラ園の完成、平成３年にミニＳ

Ｌの運転開始、平成４年にローラーすべり台がオープンするなど、町民だけでなく近隣の

人々にも愛される公園として次々と整備されました。平成７年には、蜂ヶ峯総合公園隣接

地に本格的なゴルフ場がオープンし、蜂ヶ峯総合公園を中心とした一大レジャーランド

となりました。

また、平成20年に周辺地域の拠点となるＪＲ和木駅が開業したことにより、交通の利

便性が改善され、和木町の居住魅力が大きく向上しました。
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３
和木町の概況

（１）人口の推移

ア 人口と世帯数

本町の人口を国勢調査の推移で見ると、昭和50年までは着実に増加傾向を示して

いましたが、昭和50年の8,022人を境に昭和55年からは減少傾向となり、平成22

年には6,378人にまで減少しています。

年齢構成をみると、昭和50年には65歳以上の老年人口比率は全体の5.5％でした

が、平成２年には11.1％を占め、平成22年10月１日には22.3％になり5人に１人

以上は65歳以上という高齢化が急速に進展しています。

また、地区人口の構成比をみると、和木地区が７割を占めていますが、和木地区及

び関ヶ浜地区では減少傾向がみられ、瀬田地区においては住宅団地の開発等により

人口増加がみられます。

一方、世帯数は一貫して増加傾向が続いています。高齢者のいる世帯では、夫婦世

帯と単独世帯が約３分の２を占めるまでに増加しています。

■総人口と世帯数の推移

資料：国勢調査

5,627
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■年齢構成の推移

資料：国勢調査

■人口ピラミッド

資料：国勢調査（平成22年）
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■高齢者（65歳以上）のいる世帯数の推移

資料：国勢調査

イ 人口の自然動態と社会動態

本町の自然動態では、平成21年から死亡数が出生数を上回っていましたが、近年

は死亡数が減少しています。

社会動態では概ね転出超過の状態が続いており、平成23年以降はその傾向が大き

くなっています。

■自然動態（日本人）

資料：人口動態統計
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■社会動態

資料：山口県人口移動統計調査
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平成

17年
平成

18年
平成

19年
平成

20年

平成

21年

平成

22年
平成

23年
平成

24年

平成

25年
平成

26年

転入数 転出数 社会増減

（人）
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（２）産業構造

本町の産業経済基盤は、石油精製、石油化学を中心にした工業に依存する形になって

おり、その生産力は山口県下で第５位の実力を示しています。この企業の業績がそのま

ま町の経済動向を左右しており、また、地域産物と結びついた地場産業が弱いという特

徴をもっています。

商業は、商店数、従業員数ともに年々減少傾向にあり、後継者がなく廃業せざるを得

ない商店も目立って増えてきています。購買力についても岩国、大竹など町外の商圏

に、そのほとんどが流出している状況です。

農林水産業は、自家消費がほとんどであり、産業としては成り立っていません。就業

人口は、第一次産業はほとんどなく、第二次産業の占める割合よりも第三次産業の占め

る割合が高くなっています。

近年では、就業者数自体が減少傾向にあります。

■産業別就業者割合の推移（人）

資料：国勢調査（合計は分類不能の数値を含む）

39

36

17

18

22

1,626

1,551

1,343

1,172

1,154

1,567

1,690

1,758

1,778

1,690

平成２年

平成７年

平成12年

平成17年

平成22年

第１次産業 第２次産業 第３次産業

3,236

3,277

3,118

2,968

2,866
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和木町で従業

982

他市町で従業

1,913

岩国市 847

山口県内

その他 28

広島市 167

大竹市 748

廿日市市 87

広島県その他 19 他県 17

和木町に常住する就業者 2,908人

和木町に常住

982

他市町に常住

1,774

岩国市 1,020

山口県内

その他 57

広島市 31

大竹市 525

廿日市市 131

広島県その他 6 他県 4

和木町で従業する者 2,784人

■就業者の居住地と勤務地の内訳（人）

資料：国勢調査（平成22年）
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（３）財政状況

ア 歳入・歳出の状況

本町の一般財源歳入の７割強は地方税であり、自主財源でまかなわれています。

歳出においては、民生費が約8.7億円、教育費に約6.2億円など、福祉・教育に力を

入れています。

■歳入の構成（平成26年度） 総額4,044,877千円

一般財源

2,130,244

その他

1,914,633

地方税

1,476,266

地方譲与税

23,986

利子割交付金

2,396

配当割交付金

6,278

株式等譲渡所得割交付金

3,221

地方消費税交付金

72,522

ゴルフ場利用税交付金

15,777

自動車取得税交付金

2,249

地方特例交付金

4,479

地方交付税

522,522

交通安全対策特別交付金

548

分担金・負担金

17,808

使用料

115,674

手数料

11,543

国庫支出金

573,592

都道府県支出金

186,617

財産収入

11,559

寄附金

12,155

繰入金

227,294

繰越金

121,499

諸収入

351,592

地方債

285,300
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■歳出の構成（平成26年度） 総額：3,831,475千円

資料：平成26年度決算報告資料

イ 財政の推移

■主要指標の推移（単位：千円・％）

区分 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度

歳入総額 3,795,982 4,379,241 4,960,856 3,896,824 4,044,877

歳出総額 3,710,448 4,170,598 4,804,965 3,775,325 3,831,475

歳入歳出差引額 85,534 139,196 155,891 121,499 213,402

実質収支 76,116 139,196 153,891 110,787 168,690

経常収支比率 94.7 94.2 92.2 88.0 92.1

財政力指数 0.87 0.82 0.79 0.76 0.75

実質公債費比率 12.7 11.3 10.0 9.3 8.4

将来負担比率 60.8 60.7 55.3 39.9 51.6

資料：各年度決算資料

議会費

70,474

総務費

923,295

民生費

871,055

衛生費

351,266

農林水産業費

13,812

商工費

17,693

土木費

298,781

消防費

157,938

教育費

618,165

災害復旧費

135,858
公債費

373,138
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第２章 まちづくりの課題

１
町民アンケート調査からみる和木町の課題

（１）現在の生活の中でどの程度満足していますか。（満足度）

第２章

まちづくりの課題
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（２）将来に向けて重要な項目だと思いますか（重要度）
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（３）調査結果から見るまちの方向性

  （重要度）

（満足度）

指標
満足度 満足：２点  やや満足：１点  普通・無回答：０点  やや不満：－１点  不満：－２点

重要度 大変重要：２点  やや重要：１点  重要でない・無回答：０点

満足度は高いが

重要度も高く、

引き続き取組が

必要な項目

満足度は低いが、

重要性を感じて

いない項目

満 足 度 が 低 く

重要度が高い、

課題となる項目
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健康･

福祉

1.高齢者･障害者（児）にとっての暮らしやすさ

産業の

活性化

18.商業地などのにぎわい

2.児童に対する福祉や子育てのしやすさ 19.日常的なレジャーや娯楽などの環境

3.スポーツなど健康づくりの場や機会 20.身近な場での働きやすさ

4.１～３を含めたまち全体の「健康･福祉」 21.まち全体の「産業の活性化」

教育･

文化

5.生涯学習の推進

都市基盤

の整備

22.バス・ＪＲなどの公共交通

6.文化･芸術活動などの活性化 23.道路や橋などの交通網

7.小・中学校や幼稚園の教育環境 24.公園や緑地などの環境

8.まち全体の「教育･文化」 25.上下水道及び水路

自然や

環境

9.リサイクル施策や自然保護など環境へのやさしさ 26.まち全体の「都市基盤の整備」

10.町並み･自然･歴史などの美しさ

人権

27.人権の尊重と平和意識の高揚

11.騒音･悪臭などの少なさ 28.男女共同参画の推進

12.まち全体の「自然や環境への配慮」 29.まち全体の「人権」

安全･

安心

13.防災
協働・

コミュニ

ティ

30.町民参加の推進

14.防犯 31.行政と住民の協働の取り組み

15.交通安全 32.地域コミュニティの活動

16.消防･救急 33.まち全体の「協働・コミュニティ」

17.まち全体の「安全･安心」

町民意識調査に見る計画策定に向けた課題

【満足度が低く重要度が高い、課題となる項目】（喫緊な課題）

・防災・防犯などの、まちの安全・安心に関わる取組

・高齢者・障害者（児）にとっての暮らしやすさ

・まち全体の「健康・福祉」                 など

【満足度は高いが重要度も高く、引き続き取組が必要な項目】（維持が必要な

取組）

・児童に対する福祉や子育てのしやすさ

・小・中学校や幼稚園の教育環境

・バス・ＪＲなどの公共交通                 など

【満足度は低いが、重要性を感じていない項目】（意識向上が必要な取組）

・産業の活性化、人権に関する施策              など
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２
従来施策の課題

（１）まちづくり

岩国錦帯橋空港と連携した企業活動や、広域的な観光、広島広域都市圏の交流の促進

ＪＲ和木駅周辺の活用と活性化

定住に向けた住宅の計画的な供給

防災のまちづくりについての、方針・方策の具体化

商業の活性化、にぎわいの創出

（２）福祉・生きがい

高齢者・障害者福祉事業などの継続的な取組

公共施設の有効活用

（３）子育て支援・教育

安心して子どもを育てることができる児童福祉の充実

子どもたちに対する人権教育、いじめ対策・防止の推進

学校教育の中での防災・防犯教育、食育教育の推進など、生きる力を養う教育内容の

充実

地域が学校運営に参画するコミュニティスクールの推進

計画策定に向けた課題

 計画内に目標指標、評価指標の設定（ＰＤＣＡによる評価・検証）

 若者の定住策の推進（住宅供給、子育て支援など）

 地域コミュニティと協働（元気づくり、子育て支援、生きがい、防犯・防災など）

 教育のまちづくり（教育内容の充実、コミュニティスクールなど）

 安全・安心のまちづくり（役割と対策の明確化）
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蜂ヶ峯総合公園のにぎわい

すくすくフェスタ
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第３章 和木町がめざす将来像

１
将来都市像

緑の風薫る文化のまち和木町

～あいさつと笑顔あふれるまち～

和木町の地域特性を生かしたうるおいのある豊かなまちを構築し、快適な生活環境の

もとであたたかい心のきずなで結ばれたまち、産業や教育・文化の息づくまちを創りあげ

るため、本町の将来像を引き続き、「緑の風薫る文化のまち和木町」と定めます。

また、本計画期間でめざす目標を「あいさつと笑顔あふれるまち」とし、その実現に向

けた取組を推進します。

この将来像を実現するため、町民憲章の理念に基づき、６つの柱を基本目標に定め、施

策を体系化し、諸施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

町民憲章

一、私たちは、自然を大切にしきれいなまちをつくります。

一、私たちは、活力のみなぎる明るいまちをつくります。

一、私たちは、仕事に励み豊かなまちをつくります。

一、私たちは、互いに助け合い住みよいまちをつくります。

一、私たちは、文化を愛し、薫り高いまちをつくります。

第３章

和木町がめざす将来像
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２
まちづくりの基本目標

将来像

基本目標

緑の風薫る文化のまち和木町
～あいさつと笑顔あふれるまち～

協働のまちづくり

ふれあいのまちづくり

にぎわいのまちづくり

健やかに暮らせるまちづくり

安全・安心で快適なまちづくり

教育・文化のまちづくり
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３
基本的な土地利用構想

■土地利用構成（地目別面積）

年度 種別 町全域 田 畑 宅地

道路等

公共

用地

山林 原野 その他工場

敷地

昭和

60年

面積（k㎡） 10.340 0.244 0.206 1.627 1.176 0.998 6.291 0.155 0.819

比率（％） 100.00 2.36 1.99 15.74 11.37 9.65 60.84 1.50 7.92

平成

７年

面積（k㎡） 10.560 0.151 0.186 1.687 1.176 1.369 5.574 0.130 1.463

比率（％） 100.00 1.43 1.76 15.98 11.14 12.96 52.78 1.23 13.85

平成

17年

面積（k㎡） 10.560 0.107 0.173 1.737 1.176 1.658 5.307 0.126 1.452

比率（％） 100.00 1.01 1.64 16.45 11.14 15.70 50.26 1.19 13.75

平成

27年

面積（k㎡） 10.580 0.102 0.159 1.766 1.157 1.725 5.209 0.125 1.494

比率（％） 100.00 0.97 1.50 16.69 10.94 16.30 49.24 1.18 14.12

コンビナートと町の中心部
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■将来都市構想図

新 規 県 道 整 備

健
康

増
進

エ
リ

ア
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第４章 目標指標の設定

１
人口指標

（１）将来人口目標

現在、日本全体が人口減少している中、本町においても人口は減少傾向にあります。

このような中、本町では、人口減少を抑制するための諸施策を実施し、45年後の人

口目標を、5,700人とします。

本計画の期間においては、平成32年に6,250人、平成37年には6,200人を維持す

るものとして、人口の確保に努めます。

人口目標：6,200人（平成37年）
平成72年に5,700人まで人口減少を抑制する。

第４章

目標指標の設定
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（２）定住人口目標

将来人口目標をめざすために、人口の流出に歯止めを掛けるとともに、ＵＪＩターン

による定住者の確保を推進します。

平成26年度の社会動態による人口減少が94人となっており、こうした人口減を食

い止めるとともに、転入超過となることをめざします。

（３）合計特殊出生率目標

合計特殊出生率（女性が一生の間に産む子どもの数）を平成52年度までには、人口

の維持に必要な2.07となるよう、子育て支援を推進します。

平成22年を中間とする５年間の合計特殊出生率は1.77となっており、本計画期間

中には2.00をめざします。

新規定住人口目標：年間約95人

平成26年度転入者数：326人＋ 目標：95人

≒ 年間転入者：約420人

合計特殊出生率目標：2.00

平成52年度目標：2.07
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２
産業指標

（１）観光入込客数

本町には、蜂ヶ峯総合公園をはじめとする観光施設があるほか、幹線国道の通る山口

県の玄関口であり、こうした資源や立地を活用して観光客の増加をめざします。

（２）15歳以上の就労人口、就業率

今後、高齢化が進むとともに退職者も増加することから、本町の就業率の低下が懸念

されます。また、人口減少により、就労者の減少も進むものと見られます。近年進めら

れている定年延長や、子ども・子育て支援などによる女性の社会進出に取り組むことに

より、就労者の確保をめざします。

平成37年度

観光入込客数目標：250,000人
平成26年度：202,463人

（平成26年山口県観光客動態調査）

平成37年（15歳以上）

就労人口：2,830人、就業率：53％
平成22年15歳以上就労人口：2,908人 就業率：54.4％

（国勢調査より算出）



31

基
本
構
想

３
財政指標

平成26年度の財政状況では、収支が不足することなく、比較的良好な状態を保って

いますが、近年の災害・防災への対応や、老朽化の進むインフラの整備・改修、子ども・

子育て支援の施設整備など、地方債を発行することも視野に入れて暮らしの改善を行

うことも想定されます。

将来的には現状程度の財政健全化判断比率を維持し、将来への財政負担を増大させ

ないことをめざします。

４
町民満足度

本計画の策定にあたり実施した町民アンケート調査において、各分野の施策の満足度

を測っています。その向上をめざし、町政の運営に取り組みます。

財政健全化判断比率の向上
平成26年度 早期健全化率 目標

実質赤字比率 － 15.0 黒字維持

連結実質赤字比率 － 20.0 黒字維持

実質公債費比率 8.4 25.0 10未満維持

将来負担比率 51.6 350.0 維持、減少

平成27年調査 平成37年目標

教 育 ･ 文 化 37.1％ 50％

自然や環境への配慮 26.2％ 35％

安 全 ･ 安 心 27.6％ 35％

産 業 の 活 性 化 8.1％ 16％

都 市 基 盤 の 整 備 32.5％ 40％

人 権 13.2％ 20％

協働・コミュニティ 17.2％ 30％

アンケート調査において、「満足」「やや満足」と回答した割合の合計
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あいさつと笑顔あふれるまちに
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基本計画の構成

第１章 重点施策

１．元気な子どもを育む子育て支援

２．保育所・幼稚園から小学校・中学校までの
一貫した教育の充実

３．町民の元気を保つ、健康づくりの支援

４．防災・防犯体制の充実

第２章 協働のまちづくり

１．町民協働の場づくりの推進

２．地方分権時代の自立の推進

３．産学官民連携の推進

第３章 ふれあいのまちづくり

１．まちづくり活動の活性化

２．交流のまちづくりの推進

第４章 にぎわいのまちづくり

１．商工業の振興

２．農林水産業の振興

３．安定した雇用の促進

４．にぎわいのあるまちづくり

基本計画の構成
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第５章 健やかに暮らせるまちづくり

１．高齢者福祉の充実

２．障害者福祉の充実

３．子ども・子育て支援の充実

４．地域福祉の充実

５．保健・医療、社会保障の充実

６．人権施策の推進

第６章 安全・安心で快適なまちづくり

１．安全・安心な生活の確保

２．生活環境の整備

３．環境衛生対策の推進

４．交通・通信インフラの整備の推進

第７章 教育・文化のまちづくり

１．生涯学習の推進

２．芸術・文化の振興

３．スポーツの振興

４．学校教育の充実

第８章 計画の実現に向けた取組の推進

１．広報・広聴活動の充実

２．安定した行財政運営の推進

３．広域行政の推進

４．計画の推進と評価・点検
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第１章 重点施策

１
元気な子どもを育む子育て支援

少子高齢化の進む中、今後のまちを担うのは子どもたちです。未来の人材を地域ぐる

み、まちぐるみで育てるため、教育、保健福祉、町民サービスが一体となった子育て支援

の体制づくりに取り組みます。

また、さまざまな子育て支援の連携と継続性の強化を図り、乳幼児から中学生までの子

ども・子育て支援策を統一的にとらえ、和木町独自の子育て支援、教育を推進します。

乳幼児の教育・保育を一体的に提供し、義務教育期間とつなぐため、認定こども園の創

設に向けた検討を行います。

２
保育所・幼稚園から小学校・中学校までの

一貫した教育の充実

本町では保育所、幼稚園、小学校、中学校がそれぞれ１つとなっており、町内のすべて

の同年代の子どもたちが、同じ学び舎で10年あまりをともにします。この体制を本町の

特徴ととらえ、保育所・幼稚園から小学校・中学校までの一貫した教育の充実を図ります。

また、教育現場でのＩＣＴ機器の日常的な利用や、ＡＬＴを活用した英語教育の強化な

どにより、これからの時代の潮流の中で国際的に活躍できる人材の育成を図ります。

第１章

重点施策
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３
町民の元気を保つ、健康づくりの支援

すべての町民が、住み慣れた地域でいつまでもいきいきと暮らすためには、心と体の元

気（健康）を保つことが重要です。

生活習慣病や介護が必要な状態にならないため、また日々の活動を充実したものにす

るため、体力の向上を図る機会を増やすための支援を行います。

県境を流れる小瀬川の河川敷を、ウオーキングをはじめとする健康増進エリアとして

整備するとともに、町民の健診受診率の向上、介護予防事業の充実などに取り組みます。

４
防災・防犯体制の充実

平成23年に発生した東日本大震災では、我が国の観測史上最大の地震が発生し、これ

までの防災対策を根底から見直す契機となりました。本町においても平成26年８月６日

の岩国和木豪雨災害では、浸水や土砂崩れなどによる甚大な被害を受け、新たな防災対策

と復興に努めているところです。

こうした自然災害時に適切に対応できるよう、危機管理の専門知識を持つ職員を育てる

とともに、町内の自主防災組織の充実を図ります。

災害に強いまちの整備、町民一人ひとりの防災意識の醸成、防災マップの作成など、ハー

ド、ソフト両面からの「災害に強いまちづくり」を実現します。

また、近年の消費者被害、特殊詐欺など主に高齢者を狙った犯罪の増加をはじめ、地域

の高齢化による交通事故の被害や加害の増加など、地域の安全を守るための協力や安全

意識の醸成が重要となっています。住み慣れた地域の中で、暮らしの安全を守る仕組みづ

くり、安心して生活できる環境づくりに町民全体で取り組みます。
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第２章 協働のまちづくり

今日の社会においては、一人ひとりが自らの暮らしと幸せを考える個人主義的な考え

方が主流となっています。地域社会におけるコミュニティの希薄化が進み、「支え合い」

や「助け合い」が社会保障の一部となりつつあります。地域社会は私たちが生活するうえ

で、最も身近なつながりであり、町民や地域が主体となったまちづくりの仕組みを取り戻

すことが必要となっています。

また、少子高齢化が進む中、日中を地域で過ごす高齢者の増加が課題となります。特に、

団塊の世代が地域の主役となる中、地域の暮らしや価値観の多様化に伴うきめ細やかな

サービスの提供を、行政だけで行うことが困難な時代になってきています。

これらの社会的課題やニーズに対応し、解決していく有効な仕組みが「協働のまちづく

り」です。町内でも福祉や環境など、さまざまなボランティアが活躍しているため、こう

した町民の意見と活動力をまちづくりに生かす取組が求められています。

［施策の体系］

［めざす姿］

目標指標 現状 目標・目標値 基準

町全体の「協働・コミュニティ」の満足度 17.2％ 30％ 町民アンケート

町民懇談会開催回数 ５回 10回
行政懇談会

各種団体懇談会等

第２章

協働のまちづくり

協働のまちづくり

１．町民協働の場づくりの推進 （１）町民との対話の充実

２．地方分権時代の自立の推進
（１）町民や各種団体の

主体性の確立

３．産学官民連携の推進 （１）産学官民協力の促進
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１
町民協働の場づくりの推進

町民一人ひとりが、地域に関わり、協働の取組を進め、交流と対話の機会を充実させる

とともに、行政が町民の意見を聴く機会の充実を図り、町民と協働したまちづくりを推進

します。

（１）町民との対話の充実

① 町民との対話の充実

自治会長との行政懇談会を引き続き開催するとともに、商工会や婦人会、幼小中の

ＰＴＡ代表、さまざまな団体との意見交換など、あらゆる機会を通して町民との対話

の場を充実させます。

また、町民主体のまちづくりを進めるため、町民アンケート調査の実施や広報の充

実等によりあらゆる団体や町民からの声を聴き、行政に反映していきます。

② 情報公開制度の充実

開かれた町政を実現するため、町民の知る権利の保障と町政への参加を推進し、町

民に対する説明責任を果たす必要があります。そのため、町の取組などをできる限り

町民に公開し、現状を理解してもらうとともに、町民の意見を十分反映できるよう努

めます。

また、個人情報等がみだりに公にされることのないよう、最大限の配慮を図りなが

ら、町民との信頼関係を築けるよう努めます。
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２
地方分権時代の自立の推進

町全体を活性化し、将来にわたって持続的に発展していくためには、町民や地域団体、

行政が自ら主体的に動き、それぞれが持つ力を高めることが重要です。そのため、町民一

人ひとりが自治会活動や生涯学習等に積極的に参加するとともに、地域で協力し、町民同

士が連帯感を深められるよう、体制整備や町民の意識改革に努めます。

（１）町民や各種団体の主体性の確立

① 町民や各団体の自立の推進

本町が発展するためには、町民一人ひとりが元気に活動しなければなりません。そ

のためには、町民同士が絆を深め、地域とのコミュニティを形成し、地域で協力しな

がら子育てや防犯、防災、福祉等を進めていく必要があります。地域の自立性、自主

性を高めるためにも、自治会の役割は極めて重要です。

また、地域で活動するさまざまな団体が自主的に連携した活動を展開する必要が

あります。地域で活動する個人・団体・組織等が自立を基本とした活動の見直しを行

い、役割分担を取り入れることにより加入者それぞれが活躍し、自己実現が図られる

よう、町民の意識改革を推進します。

② 町民と共に創るまちづくり

町内22地区の自治会長と行政による行政懇談会を開催しています。また、商工会

や婦人会、快適環境まちづくり町民会議、幼小中のＰＴＡ代表、さまざまな団体との

意見交換を行い、これからのまちづくりについて協議しています。

これらの機会を通じて町民の声を反映した行政を進めるとともに、町民を交えた会

議の開催にあたってはまちづくりの目的や方向性を明確にし、全員が共有するため、

毎回テーマを決めた協議を行うなど、具体性を持った場となるよう運営します。
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３
産学官民連携の推進

特色ある地域づくりが求められている中で、大企業を中心とする民間企業に財政基盤

の多くを依存している本町において、まちづくりを効果的かつ効率的に推進するために

は、行政や町民だけでなく、これらの民間企業との連携が今まで以上に必要不可欠です。

また、地方創生を進めるうえでの雇用の創出、産業の活性化においては企業や学校との

連携が特に重要となります。

今後は、町民や各種団体、企業、学校、行政がさまざまな場で連携が図られるよう、対

話の場の充実、各種事業への参加の促進などを通じて、まちづくりにおける産学官民の連

携強化に努めます。

（１）産学官民協力の促進

① 地域に密着した企業との連携

地域のことを考え、地域と共に歩んできた企業と今まで以上に連携を図ることに

より、本町の特色を生かしたまちづくりを推進するよう努めます。

まちづくりにおいても、仕事と雇用の場の果たす役割は大きく、町内の企業や事業

者との連携を強化します。

② 企業参加の促進

企業や団体に対し、行政が行う事業・イベント等への積極的な参加、協力等を依頼

します。また経済的な支援に限らず、各種プロジェクト等の官民共同の人材の連携に

よる企画、調査、研究、実施に取り組みます。

③ 対話の場の拡充

行政と企業・団体・大学などが今まで以上に協力体制を強化することで、まちづくり

を効果的に推進し、町の施策に対する意見交換の場、共同研究の場の拡充を図ります。
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第３章 ふれあいのまちづくり

近年、単身世帯の増加や少子高齢化の進行、借家やアパートの増加などにより地域コ

ミュニティの希薄化が進んでいます。

本町においては、行政と地域が連携したコミュニティ活動やボランティア活動などを

推進していますが、活動を担う人たちの高齢化が進んでおり、若い世代の担い手を確保し

ていくことが求められています。今後もふれあいあふれるまちづくりを推進するために

は、コミュニティ活動やボランティア活動などの地域活動を総合的に推進するとともに、

若者層を中心とする人口定住対策や交流人口の増加策を講ずることによって、自治基盤

の充実・強化を図っていく必要があります。

また、町内の交流と合わせ、姉妹都市交流や国際交流などさまざまな交流活動を行う中

で、町民の交流活動への参加や関わりを積極的に進めながら、魅力の発信・活性化を図っ

ていきます。

［施策の体系］

［めざす姿］

目標指標 現状 目標・目標値 基準

地域コミュニティの活動の満足度 18.3％ 30％ 町民アンケート

ボランティア登録者数 354人 400人 社会福祉協議会登録

交流事業の実施回数 ７回 10回 地域・国際交流事業

ふれあいのまちづくり

１．まちづくり活動の活性化

（１）まちづくりの推進体制の整備

（２）イメージアップの推進

２．交流のまちづくりの推進

（１）町民の交流機会の充実

（２）地域間交流の推進

（３）国際交流の推進

第３章

ふれあいのまちづくり
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１
まちづくり活動の活性化

地方分権が進展する中、今後は、さらに地域間競争の激化が予想されます。

また、少子高齢化や単身世帯の増加などによる、コミュニティ活動の停滞や無関心層の

増加などの課題が発生してきました。町民が安らぎとふれあいのある生活を送るために

は、地域コミュニティを維持・発展させるとともに、「自らの地域は自らが創る」という

自立と意識改革を図ることが必要です。

このような状況を踏まえ、「元気な和木町」を創りあげるためには、集会所等のコミュ

ニティ施設の機能を今後より充実させるとともに、まちづくりに行政と共に町民が関わ

り、地域活動の役割分担と相互の連携・協力のもと、今まで以上に地域活動の活性化を推

進していく必要があります。

今後は、人材の育成や推進体制の整備を図り、全町あげてのまちづくり運動を強力に展

開していくとともに、まちの魅力や特色を町内外に発信することで、地域活動の活性化、

参加人数の増加につなげていきます。

（１）まちづくりの推進体制の整備

① まちづくり意識の啓発

「自らの地域は自らが創る」という意識を町民一人ひとりが高めることにより、町

民総参加型のまちづくり運動を推進します。町内外の多様な講師による講演会、研修

会等の開催などにより意識の啓発に努めるとともに、まちづくり活動を推進する新

たな組織の設立を支援します。

② 自治意識の高揚

自治会活動の積極的な展開を促進するため、自治意識の高揚に努めます。各地域の

集会所等を町民が自由に活用できるように開放していることを周知し、有効活用を

図ることで活動の場を提供します。

③ まちづくりリーダーの育成

多くの団体で高齢化が進行しており、若手の活動リーダーの育成が望まれていま

す。各種団体や町民との交流を深め、まちづくり活動を主導し、自治会活動、コミュ

ニティ活動を活性化させる若いリーダーを確保するとともに、その育成に努めます。



基本
計画

44

④ ふるさとを愛する意識の醸成

学校、地域、行政が連携し、幼少期より各種イベントや活動において町民とふれあ

う機会やふるさと和木町のことを学ぶ機会を増やすため、「地域協育ネット」などの

活用により多様な取組を推進します。

⑤ まちづくり組織の充実

地域、子育て、環境、教育など、組織によるまちづくり活動の場は多岐にわたって

おり、それぞれに応じた支援が必要となっています。町民一人ひとりがまちづくりの

主役になり、各団体の活動の活性化を促進し、ＮＰＯ等新たにまちづくりを総合的に

取り組む組織を育成するなど、まちづくり推進体制の充実を図るとともに、それらが

連携するための場づくりや情報共有の仕組みづくりを推進します。

また、多様化する生活スタイルに合わせた地域活動や新たなコミュニティのあり

方を町民と共に検討し、コミュニティ意識の醸成を図ります。

⑥ 情報収集・提供体制の整備

全国の先進的なまちづくりの事例等を収集し、まちづくり団体へ情報を提供する

体制の整備を図ります。

（２）イメージアップの推進

① イメージアップ活動の展開

本町の魅力を町内外に向けてアピールし、若年層の定住促進を図るため、行政と町

民が一体となってイメージアップ活動を展開する必要があります。そのため、各種媒

体を通じた情報発信に努めるとともに、効果的なＰＲとなるよう国や県の定住促進

施設やイベントなどの機会を活用します。

② 地域イメージの定着化

本町の将来像である「緑の風薫る文化のまち」を実現するため、「あいさつと笑顔

あふれるまちづくり」、「少しおしゃれでアートなまちづくり」を推進し、和木町の

キャッチフレーズとしてイメージの定着化を図ります。
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２
交流のまちづくりの推進

交通網や情報化の進展に伴い、「人・もの・情報」が地域内外で行き交い、地域間交流

も盛んになってきています。

本町では、町内イベントに限らず、近隣や広域地域の交流を促進し、町民の地域への関

心を高めます。

さらに、姉妹都市である北海道恵庭市との交流を通じて、行政だけでなく、住民同士の

ふれあいも行われています。

町民の連帯意識をさらに強め、地域への関心を高めていくためには、町民がふれあえる

機会をさらに充実させていくことが重要なため、町民相互の交流の機会を充実させると

ともに、地域間交流や近隣の市町との交流を推進します。

また、近年ではインターネット等の情報通信技術の普及により、時間と距離の概念が大

きく変化し、さまざまな分野で地域、国境を越えた交流が進んでいるため、本町において

もグローバルな人材の育成を引き続き推進していきます。

（１）町民の交流機会の充実

① 交流事業の推進

町民が相互にふれあえる機会を充実させるため、わき愛あいフェスティバル、蜂ヶ

峯ローズフェスタ等の開催など交流事業の推進に努めます。

これらの交流事業に何度でも参加したくなるよう、地域、団体等との連携のもと、

内容の創意工夫に努めます。

（２）地域間交流の推進

① 姉妹都市交流の推進

北海道恵庭市との交流を、行政のみならず児童・生徒や民間も含めて幅広く推進す

るとともに、自然、歴史、文化、産業等あらゆる機会を通じた新たな姉妹都市交流を

推進します。
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② 広域交流の推進

岩国市や大竹市との交流はもとより、「広島広域都市圏協議会」や「広島湾ベイエ

リア・海生都市圏研究協議会」、「広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会」などを通じ

た広域交流を推進し、広域的な観光資源の開発や催しの共同開催などを推進します。

③ 交流機会の拡大

本町に関心のある人々に対して、ホームページ等を通じて和木町の魅力をＰＲす

るとともに、本町の出身者、ゆかりのある人との交流機会の拡大に努めます。また、

町のＰＲや交流を多角的にとらえ、インターネット上の相互交流や口コミ効果など

を利用できるよう、新たな手法への取組を調査、検討します。

（３）国際交流の推進

① 国際交流の推進

ＪＥＴプログラムによる、幼小中学校におけるＡＬＴ授業の実施や英語検定助成

事業等により、外国語に接する機会を増やし、国際交流の基礎づくりを推進します。

また、高校生から社会人に至るまでのグローバル人材の育成に努め、世界で活躍で

きる和木町民づくりを支援します。

② 中学生・高校生海外派遣事業の継続

現在実施している、中学生・高校生海外派遣事業を継続するとともに、その成果を

町民に発表する機会を設けることにより、町民の外国への理解と関心を高め、国際感

覚の醸成に努めます。できるだけ多くの生徒が参加できるよう、実施方法等の検討を

続けます。

③ 地域に訪れる外国人との交流

本町の基幹産業である工業はグローバル産業です。また、近隣には世界文化遺産の

宮島や錦帯橋をはじめ、アメリカ軍岩国基地などもあり、本町に居住、または来訪す

る外国人も増加しています。

和木町民と異国文化との相互理解を深めるため、近隣自治体や国・県、関係団体等

と連携して外国人との友好的な交流を推進します。
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地域交流

中学生・高校生海外派遣事業
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第４章 にぎわいのまちづくり

少子高齢化や人口減少、グローバル化による国内外の競争激化、ＩＣＴの進展など、産

業を取り巻く状況は急速に変化しています。

本町の基幹産業である製造業に対しても大きな影響を及ぼしており、持続的な発展に向

けた取組が求められているほか、商業や農林水産業、観光業など、他分野との連携や波及

効果を踏まえた効果的な施策が必要となっています。そして、性別や年齢、障害の有無を

超えて、希望するだれもが自分の能力を発揮できる社会の実現に向けて、雇用確保や受け

入れ体制の整備も重要となっています。

また、産業集積地や商業エリア、住宅地などの土地利用を計画的に進め、多様な人が行

き交うにぎわいのあるまちづくりに官民連携で取り組みます。

［施策の体系］

にぎわいのまちづくり

１．商工業の振興

（１）工業の振興

（２）商業・サービス業等の振興

（３）観光振興

２．農林水産業の振興

（１）農業の振興

（２）林業の振興

（３）水産業の振興

３．安定した雇用の促進

（１）雇用の確保と促進

（２）労働環境の向上

（３）仕事と生活の調和の推進

４．にぎわいのあるまちづくり （１）にぎわいのあるまち中の整備

第４章

にぎわいのまちづくり
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［めざす姿］

目標指標 現状 目標・目標値 基準

町全体の「産業の活性化」の満足度 8.1％ 16％ 町民アンケート

製造品出荷額等
64,790千万円

（平成25年）
65,000千万円 工業統計調査

蜂ヶ峯総合公園の利用者数
140,031人

（平成26年）
180,000人 施設利用者数

蜂ヶ峯総合公園
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１
商工業の振興

本町は企業城下町として第２次産業、第３次産業を中心に発展してきましたが、近年は

多くの産業分野が国内外の厳しい競争にさらされており、個人・小規模事業者数も減少傾

向となっています。

こうした状況に対応し、本町の基幹産業である工業を振興させるため、既存企業との連

携強化を図るとともに、商工業の活性化に向けた新規事業者への支援や和木駅を中心と

した活気のあるまちづくり、商工会の育成強化等を進めます。

また、本町の観光資源である蜂ヶ峯総合公園において、年間を通じて来場者が確保でき

る観光素材の開発やＰＲを推進するとともに、岩国市や大竹市、廿日市市、広島市等、周

辺の有名な観光地との連携を図り、広域でのネットワーク形成をめざします。

（１）工業の振興

① 既存立地企業の発展

厳しい国際競争にさらされる中、町内の企業においても存続と発展に対するリス

クが増加しています。また、工場設備などの維持・整備も課題となっています。この

ような中、本町の工業を中心とする既存企業の一層の発展のため、行政、地域との連

携を図り、新規事業の展開などに協力します。

② 地場産業の育成

地場産業の育成のため、融資制度を活用した支援を図るとともに、未利用地・遊休

地の有効活用に向けた働きかけを行います。

③ 工業基盤の整備

山陽自動車道岩国インターチェンジからのアクセスの向上などの道路整備をはじ

め橋梁整備、水源の確保、工場立地の利便性向上を図っています。今後とも国、県及

び関係団体との連携のもと、工業基盤の整備を推進します。

④ 新規企業の誘致促進

既存企業の発展を基礎としつつ、より安定的で足腰の強い地域産業の発展を図る

ため、岩国錦帯橋空港からのアクセスの利便性や税金の優遇措置などを積極的に活

用し、新規企業の進出の可能性を調査・研究します。
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（２）商業・サービス業等の振興

① 商業の活性化

金融機関と連携した運転資金の融資や、商工会と連携した利子補給制度の運用を

行っていますが、人口の減少や主たる商業集積地がないことなどから町内事業者も

減少しています。空き店舗の利用促進や個人の起業、小規模な事業所などを対象とし

た支援を検討し、商業の活性化を推進します。

② 小規模企業者の意識改革と体質改善

関係機関・団体との連携のもと、経営診断・経営指導等を強化することによって、

個々の商業者の意識改革と体質改善を図るとともに、経営に創意工夫をこらしてい

る事業者に対する支援を拡大します。

③ 特産品開発や商品のブランド化

地域の商工業者の団体である商工会及び関係団体と密接に連携し、特産品開発や

商品のブランド化を図り、インターネットなどを活用した情報発信など、育成・強化

を図ります。

（３）観光振興

① 観光拠点の魅力向上

「蜂ヶ峯総合公園」は、本町の観光資源として、他市町村に誇れる施設であること

から、ＪＲ和木駅から「蜂ヶ峯総合公園」への交通体系を整備することにより、利用

者の増加を図ります。

また、県東部の観光スポットとして、公園自体の魅力を向上することにより、交流

人口の拡大を図り、にぎわいと雇用を創出します。
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② 観光ＰＲの充実・強化

関係団体や近隣市町と連携し、各種メディアの活用などにより、県内のみならず、

広く県外にも観光客の誘致や観光ＰＲ活動の充実・強化に努めます。

また、岩国錦帯橋空港から近距離にある優位性と、山口県の東の玄関口としての立

地を有効に活用しながら観光客の誘致に努めます。

③ 広域的観光ネットワークの形成

県や「広島・宮島・岩国地方観光連絡協議会」、「広島広域都市圏」などを通じ

た広域ネットワークの形成を図り、広域的な観光資源の開発や蜂ヶ峯総合公園を

観光ルートに組み込んだＰＲ活動を推進します。

わき愛あいフェスティバル

ローズフェスタ
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２
農林水産業の振興

本町の産業構造において、第１次産業の占める割合は極めて小さいものとなっていま

すが、町西部における農林業の活性化や学校教育現場での農林業体験、食育分野との連携

など、多様な活用が求められています。

また、町土の大半を山林が占めている本町において、森林のもつ多様な機能を維持する

ためにも、担い手の育成や関係団体との連携といった活動の強化を進めます。

水産業においては、和木漁業協同組合とも協議を行いながら、アサリなどの育成を推進

します。

（１）農業の振興

① 特色のある農業の推進

本町の農業従事者数はわずかで、高齢化が進んでおり、また、住宅への転用などに

より農地の減少も進んでいます。今後は限られた農地の有効活用を図りつつ、地域の

特色ある農業の振興を図ります。

② 新規就農者の確保と育成

本町では「農業振興研究会」などの団体を支援していますが、会員の高齢化と後継

者不足が続いており、新規就農者の確保が課題となっています。農業振興研究会と連

携し、新規就農者の支援を行うとともに、効率的で安定した経営ができるような環境

整備に取り組みます。

③ 特産品の開発

地場産品の活用による「まちおこし」を行うため、農林水産業者をはじめ町民、団

体、企業、（一社）和木町地域振興協会などが連携し、本町の特色を生かした特産品

の開発、販売を促進します。



基本
計画

54

（２）林業の振興

① 森林整備の推進

森林は、水源の涵養、山地災害の防止、生活環境の保全等多様な公益的機能を有し、

極めて重要な役割を果たしています。行政・町民・地元企業の協働による森づくりを

進め、植林、間伐、竹林整備等の本格的な活動への移行を検討します。

② 林道の維持管理

適正な森林整備の推進、森林の維持管理に必要不可欠な林道の舗装及び維持管理

に努めます。

③ 特用林産物の振興

森林資源を有効に活用するため、栗やしいたけ等の特用林産物の振興や新たな特

産品の開発により林業の振興を図ります。

また、「里山研究会」の活動を促進するため、会員の発掘等、活性化の支援と活用

方策の検討を行います。

④ 森林活用の推進

子どもたちの森林体験活動や竹林の活用をはじめ、緑豊かな山林を町民と都市居

住者との交流の場やグリーンツーリズム等、自然に親しむ場、野外教育の場などとし

て森林の有効活用に努めます。

（３）水産業の振興

① アサリの開放日の継続

和木漁業協同組合との連携のもと、アサリ等の水産資源の育成に努めるとともに、

潮干狩りなどで町民が海に親しむ機会を設けます。
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３
安定した雇用の促進

少子高齢化に伴う人口減少やグローバル化による産業競争の激化等により、雇用を取

り巻く社会経済情勢は激しい変化の中にあり、本町における雇用状況にも影響を与えて

います。

若者の雇用確保に限らず、女性や高齢者、障害者、離職者等、働く意欲のある人が「全

員参加」できる雇用環境の整備に向け、関係機関との連携を図るとともに、労働条件の改

善やワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現、長時間労働の是正に向けた

情報発信や普及啓発を進めます。

（１）雇用の確保と促進

① 雇用の安定

毎年５月の「雇用確保促進月間」において、町内企業や商工会などに対し、新規学

校卒業予定者をはじめとした若者の雇用確保の要請を行っています。世界的に経済

情勢の変動が大きく、雇用情勢はますます厳しさを増していますが、雇用の確保に向

け積極的に町内企業に働きかけるとともに、企業の雇用に関する情報の収集に努め

ます。

② 高齢者、女性等の雇用確保

男女の雇用機会の均等やシルバー人材センターによる高齢者の雇用、障害者の職

業能力の向上等によって、適正な労働条件による雇用の確保に努めます。

また、男女の公平な登用や高齢者の採用について適切な指導を実施します。

（２）労働環境の向上

① 労働環境の整備

勤労者のゆとりある生活を確保するため、労働条件の向上や快適な職場環境づく

りなど、関係機関と連携し、労働環境の整備・向上を促進します。
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② 勤労者福祉の向上

県や関係団体等と連携し、勤労者福祉施策を実施しています。今後も県や関係団体

等との連携のもと、勤労者福祉共済制度の普及や金融機関の融資制度等の認知度向

上に努めるなど、勤労者福祉の向上を図ります。

（３）仕事と生活の調和の推進

① ワーク・ライフ・バランスの推進

少子高齢化が進む中、就労環境においても子育て世帯の支援、高齢者を介護する世

帯の支援は重要な課題となります。町内の事業所に対し一般事業主行動計画の策定

を促進するとともに、ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の実現を推進

します。

② 多様な働き方の理解と促進

町民のライフスタイルの多様化に伴い、子育てや介護などを行いながら働く人も

増加しています。町内の事業所に対し、短時間就労やフレックスタイムなどの多様な

働き方への理解を求め、その実施を促進します。
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４
にぎわいのあるまちづくり

快適でにぎわいのあるまちを創造するためには、住宅地や商業拠点を整備し、人が集う

土地利用を計画的に進めることが大切です。町営住宅や民間活力の利用による宅地造成な

ど、総合的で効果的な土地利用を推進し、人が行き交う活力あるまちづくりを推進します。

（１）にぎわいのあるまち中の整備

① 総合的な土地利用

本町では平地面積も限られており、計画的な土地利用を進める必要があります。

このことから、大規模な公共施設跡地や企業・国の所有する未利用地について、引

き続き、有効活用していくための検討を進めます。

② 秩序ある市街地の整備

中心市街地の都市機能の充実や地域サービスの核となる地区整備を計画的に行

うなど、良好な市街地の形成を図ります。



基本
計画

58

第５章 健やかに暮らせるまちづくり

わが国においては2008年を境に人口減少へと転じ、少子高齢化がますます進行して

いますが、本町においても例外でなく、高齢者割合の増加や子育て世帯の減少、それに伴

う子どもの数の減少がみられます。

一方で、個人の価値観やライフスタイルの変化、単独世帯の増加等を背景に個人の暮ら

し方が多様となることで、福祉ニーズも一人ひとり異なっており、対応すべき福祉課題も

さまざまに生じています。

こうした状況において、国の制度による福祉サービスの提供に加えて、地域の実情に

あった福祉事業の推進や知恵、経験を有した町民の力を生かした助け合い・支え合いの仕

組みづくりが重要となっています。

「和木町地域福祉計画」に基づき、高齢者や障害者、子育て家庭、生活困窮者など、そ

れぞれが抱える課題を地域全体で包括的に支援する体制づくりを進めることで、だれも

が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活ができるように、地域に根ざした支え合

いの仕組みづくりに取り組みます。

第５章

健やかに暮らせるまちづくり

子どもの笑顔
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［施策の体系］

［めざす姿］

目標指標 現状 目標・目標値 基準

高齢者福祉サービスに対する満足度 18％ 30％
高齢者福祉計画及び

介護事業計画

障害者福祉サービスに対する満足度 24％ 35％
和木町障害者計画・

和木町障害福祉計画

健やかに暮らせるまちづくり

１．高齢者福祉の充実

（１）地域包括ケアシステムの実現

（２）介護保険事業、地域支援事業の推進

（３）地域における支援体制の確立

２．障害者福祉の充実

（１）障害者福祉の充実

（２）障害者とともに暮らす地域社会の育成

３．子ども・子育て支援の充実

（１）子ども・子育て支援事業計画の推進

（２）子育てを支援する地域社会の育成

４．地域福祉の充実

（１）地域福祉の環境づくり

（２）地域での支え合いの仕組みづくり

５．保健・医療、社会保障の充実

（１）健康づくりの推進

（２）健康を支える保健・医療の充実

（３）社会保障制度の充実

６．人権施策の推進 （１）人権施策の推進
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１
高齢者福祉の充実

本町においても高齢者割合が年々増加し、今後75歳以上の後期高齢者の増加が予測さ

れていることに加え、ひとり暮らしの高齢者や高齢者だけで暮らしている世帯数の増加

も目立ってきています。

こうした状況において、高齢者一人ひとりが、住み慣れた地域で安心し、いきいきと輝

きながら暮らせる社会の実現をめざし、医療・介護・住まい・介護予防・生活支援を地域

の中で確保する「地域包括ケアシステム」の構築に向けて、町民やサービス事業者、関係

機関・団体、行政等が連携をとることが必要です。

「和木町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、介護保険サービス、地域支

援事業の充実を図るとともに、在宅介護者への支援や地域ぐるみで高齢者福祉を推進す

るための担い手の育成、高齢者の生きがいづくりにも力を入れていきます。

（１）地域包括ケアシステムの実現

① 安全・安心見守り体制の充実

民生委員、福祉員を中心に見守りネットワークを組織し、高齢者の見守り活動が行

われています。また、民間事業者と協定を締結し、見守り活動の範囲拡大を図ってい

ます。

今後は、社会福祉協議会と地域包括支援センターが協力し、見守り活動模擬訓練

や、見守りネットワーク会議等により取組を強化します。また、独居高齢者と高齢者

世帯に「あんしん情報カプセル」を配布し、決められた場所に設置することで、緊急

時の迅速な救急活動に役立てます。

② 地域包括ケアシステムの構築

高齢者とその家族を地域全体で支えるため、地域包括ケアシステムの構築に取り

組みます。和木町地域包括支援センターを中心として、関係機関、医療機関、介護保

険事業者、民生委員・児童委員などが連携し、高齢者がいつまでもいきいきと和木町

で暮らせるシステムづくりをめざします。
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（２）介護保険事業、地域支援事業の推進

① 介護保険の充実

「和木町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、事業を円滑に実施する

とともにサービス利用者の自立を促し、生活の質を高め、介護サービス利用の適正化

を図ります。

② 地域支援事業の推進

平成26年度の介護保険法の改正に伴い、要支援に認定された方や生活機能の低下

がみられる人が利用できる介護予防・生活支援サービス事業や「転ばぬ先のちえ教

室」の開催、各集会所で行われているサロン運営の支援など、65歳以上のすべての

方が利用できる一般介護予防事業を行い、高齢者の介護予防と日常生活の自立を支

援します。

③ 高齢者福祉の充実

高齢者になっても住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らしていけるよう、各

種在宅サービスを充実し、「和木町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、

在宅福祉の充実を図ります。

（３）地域における支援体制の確立

① 在宅介護者に対する支援

寝たきり高齢者を介護する家族への家族介護給付などを実施しており、これらの

支援を継続します。また、家族介護者の負担を軽減し、その健康を保つため、地域支

援事業等と連携しながら家族介護者の支援事業を推進します。
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② 認知症高齢者やその家族の支援

後期高齢者の増加とともに、物忘れや認知症の高齢者が増加することから、認知症

に対する支援の方法をまとめた認知症ケアパスに基づき、適切な相談支援を推進し

ます。

また、認知症への理解と地域の支援を得るためのサポーター養成などに努めます。

③ ボランティア活動の推進

高齢者の地域生活を支えるうえで、ボランティアの協力は欠かせないものとなっ

ています。活動に携わる人の高齢化も課題となっているため、若い世代の福祉のまち

づくりへの参加意欲を引き出す対策を検討するとともに、サロンや老人クラブなど

の地域活動の関係者における協議の場を設け、ボランティアの育成に努めます。

④ 生きがい対策の推進

いつまでも健康で心豊かに過ごせるよう、高齢者と町民のふれあう機会の充実を

図るとともに、高齢者の知識、経験と技能を生かすため、シルバー人材センターなど

による就労の場の充実を図り、地域に密着した就業の機会を確保するよう努めます。

高齢者の元気づくり
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２
障害者福祉の充実

これまでの「障害者自立支援法」にかわり、平成25年４月に「障害者総合支援法」が

施行されたことにより、幅広く日常生活や社会生活の支援が実施されることが基本理念

として掲げられるなど、障害者福祉施策の充実が図られています。

本町では、人口が減少する中にあっても、障害者手帳所持者数は増加しており、障害者

一人ひとりが自立した生活を送るための支援を推進する施策の重要度が増しています。

障害のあるなしに関わらず自分らしく暮らすことができるよう、ライフステージを通

じて一貫した支援並びに生活全般にわたる包括的な支援を行うとともに、家族への負担

軽減や関係団体への活動支援を図ります。

（１）障害者福祉の充実

① 障害者福祉の充実

「和木町障害者計画・和木町障害福祉計画」に基づき、障害福祉サービスの充実に

努めます。障害者の自立を促進するため、地域での生活を支援するとともに、就労支

援などを推進します。また、自立支援協議会と連携をとりながら、相談支援体制の充

実に努めます。

② 障害者への支援制度の充実

国・県の実施する支援制度と町独自の支援制度により、関係機関が連携して障害者

への総合的な支援を強化するシステムの構築を図ります。

③ 障害者の就労の支援

地域における障害者の生きがいの拠点として、在宅の障害者で事業所等に雇用さ

れることが困難な方を対象に福祉作業所の利用を促進します。また、それらの施設か

ら一般就労へとつながるよう、職業訓練や就労の相談支援体制の充実を図ります。

④ 障害者の地域生活の支援

障害者の地域での暮らしを推進するために、施設から地域生活への移行を支援す

るとともに、地域生活支援の充実を図ります。
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（２）障害者とともに暮らす地域社会の育成

① 障害者福祉団体活動の促進

補助金や福祉バスの利用によって情報交換などの活動を促進していますが、新し

い会員の確保が課題となっています。今後は、障害者福祉関係団体に関する活動内容

の周知・啓発に努めるなど、積極的に情報を発信することで活動の活性化を図ります。

② 障害者の差別、偏見、虐待の防止

障害や障害者への差別、偏見をなくすための広報活動などを推進します。また、虐

待防止のための取組を推進します。

③ 障害者にやさしいまちづくりの推進

障害者福祉の充実と社会における障害者の完全参加を実現するため、バリアフ

リーの理念のもと、公共施設、道路等の生活環境の改善により「障害者にやさしいま

ちづくり」を推進します。
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３
子ども・子育て支援の充実

少子高齢化の進行は、将来的に社会保障負担が増大するなどの重大な影響が懸念され

ています。本町においても少子高齢化は進行しており、町ぐるみで子育て支援を強化する

新しい仕組みを構築していく必要があります。

平成27年４月より新たに始まった「子ども子育て支援新制度」に基づき、「和木町子ど

も・子育て支援事業計画」を策定しており、本計画の基本理念である「わきは あったか

大家族 ～あいさつと子どもがつなぐ地域のきずな～」のもと、和木町に暮らすすべての

子どもを中心に、子育て家庭と地域がつながり、温かい気持ちで子育てができる町の実現

に努めます。

また、子育て支援に対する需要の増大や多様なニーズに対応するため、認定こども園の

施設整備などの子育て環境の充実を図ります。

（１）子ども・子育て支援事業計画の推進

① 子育て家庭への地域支援の充実

まちが一体となって子どもたちを見守ることができる子育て支援サービスの周

知・啓発に努めるとともに、積極的に各種事業を推進します。特に、教育保育機関、

行政、関係機関が連携をとりながら子育て支援ネットワークを充実させるとともに、

世代を超えた家族・地域の協力を得られるよう働きかけ、子どもと親（保護者）双方

の育ちを支援していきます。

② 子どもの健康に対する支援の推進

子どもが健やかに生まれ、こころ豊かに育っていける環境の実現に向けて、安全な

妊娠・出産の体制の確保と育児不安の軽減、子どもとその家族の健康を実現するため

の支援を推進します。また、虐待防止に向けた支援や、子どもの発達に対する支援を

行うとともに、障害児施設の拡充を図ります。

③ 子どもの教育環境の充実

次代の担い手である地域の子どもたちが豊かな人間性を培い、たくましく生きる

力を育み、さらに家庭を築き、子どもを生み育てる喜びを感じていけるように、親と

子がともに学び、育ち合うための学習の機会や場の整備を推進します。
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④ 子育てと仕事の両立支援

男女ともに子育てをしながら働きやすい地域社会の実現をめざします。特に女性

が働きやすい環境を整えるため、多様で弾力的な教育・保育サービスの充実を図って

いきます。また、子育て家庭だけでなく、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支

援をめざします。

さらに、男性も子育てに積極的に参加できるよう、子育て家庭に配慮した企業の取

組が促進されるように、企業への働きかけにも取り組んでいくと同時に、父親が子育

てに目を向け、家族全体で協力して子どもを生み育てていく意識を高めていくこと

に努めます。

⑤ 子どもの生活環境の整備の推進

子どもや妊産婦、乳幼児のいる家庭等が子育てをしやすく、安全・安心・快適に暮

らせる住環境や交通環境の充実に努めます。また、子どもを犯罪や事故等の被害から

守るための安全対策の推進、母子保健の充実による母子の健康の確保、小児救急など

子どもが安心して医療機関を利用できる体制の整備に努め、安全・安心なまちづくり

を推進します。

（２）子育てを支援する地域社会の育成

① 家庭や地域の教育力の向上

「子どものしつけは家庭で」を基本としながらも、子育てには、家庭・地域・学校・

職場の緊密な連携が必要です。子育ての不安解消や家庭教育にかかる相談体制の充

実など、家庭教育支援のため、総合的な施策の充実を図ります。

② 就学児童の居場所づくり

女性の社会進出等に伴い、家庭で子どもたちだけになる世帯の増加が続いている

ことから、放課後児童クラブや放課後子ども教室などの子どもの居場所づくりを推

進します。

③ 子育て支援体制の整備

地域ぐるみで子どもの成長を見守るため、身近で見守りや相談ができる地域づく

りを進めるとともに、子育て支援を行うボランティアなどの育成を図ります。
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４
地域福祉の充実

本町で暮らすすべての町民が安心し、生きがいをもって暮らすためには、自らの力を頼

りとする「自助」、行政等の福祉サービスである「公助」に加えて、町民同士の助け合い

である「共助」が機能することが大切です。

地域福祉を町民やボランティア、社会福祉関係者・関係機関、行政が協働により実践す

るとともに、生活困窮者やひきこもり等の社会的援護を必要とする人に対しても、地域ぐ

るみの福祉を推進していきます。

（１）地域福祉の環境づくり

① 福祉関係団体の育成強化

社会福祉協議会等、地域福祉活動の核となる福祉関係団体・ボランティア団体等と

定期的な協議を継続するとともに、その活動内容を町民に周知し理解を深めること

で、地域福祉活動を推進します。

② 福祉の担い手の育成

地域福祉の充実を図るため、地域活動の情報発信を積極的に行うとともに、講習会

や研修会等を通じてボランティアの育成に努めます。

③ 地域福祉施設の効率的な運営

各種福祉サービスやボランティア活動の拠点となる総合福祉会館や集会所をはじ

めとする地域拠点施設の設置目的、使用方法を周知し、利用促進を図ります。また、

他の活動拠点の確保についても推進します。
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（２）地域での支え合いの仕組みづくり

① 福祉意識の高揚

共に支え合う住みよい地域社会をつくるため、広報やホームページなどによる情

報発信をはじめ、家庭、地域、学校、職場等を通じて、福祉意識の高揚に努めます。

② 地域ぐるみの福祉の推進

新たな人的資源の発掘や公共施設の有効活用、社会福祉団体等のネットワーク化

を図ることにより、地域ぐるみで福祉を推進する体制づくりに努めます。また、高齢

者や障害者、子どもなど、地域の世代間交流事業を行い、相互の理解を深めることで

相互扶助の関係を築き、福祉の推進を図ります。
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５
保健・医療、社会保障の充実

日本人男性の平均寿命が平成26年度に初めて80歳を超え、まさに日本では「人生80

年時代」を迎えています。こうした中、健康で安らぎと生きがいのある生活を送るために

は、平均寿命とあわせて「健康寿命」の延伸をめざす視点が重要となります。

そして、健康を支える医療体制を、近隣自治体と連携を図りながら整備を進めるととも

に、国民健康保険や国民年金制度等の社会保障制度の安定的な運営にも努めます。

（１）健康づくりの推進

① 健康づくり意識の啓発

「健康わき２１計画（第２次）」に基づき、健康寿命の延伸をめざして、「食べよう

遊ぼう いっぱい笑おう」を基本目標として、“町民の主体的な健康づくり”、“健康

や地域などの連携による健康づくり”、“町民の健康づくりを支援する環境づくり”の

３つを推進理念とします。町民一人ひとりが自ら健康的な生活習慣を実現するため

に主体的に取り組むよう呼びかけ、健康意識の啓発に努めます。

② 保健・介護サービスの充実

健康寿命の延伸を実現するためには、疾病の予防、早期発見・早期治療が必要なた

め、妊娠・乳幼児期から老齢期までのそれぞれのライフステージに適応した保健・介

護サービスの充実に努めます。総合的な相談支援体制を充実させるため、保健、医療、

福祉、教育等、関係部門の連携し合える体制づくりを推進します。

また、さまざまな機器を活用した健康に関する測定会やウオーキングイベントな

どを実施することで健康を支援し、守るための環境を整備します。

③ マンパワーの強化

保健・介護サービス供給体制の充実強化を図るため、事業所従業員、ボランティア、

サポートセンターなどとの連携を深め、講習会の開催などにより資質の向上・強化を

図ります。
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（２）健康を支える保健・医療の充実

① 地域医療体制の充実

高齢化の進展や疾病構造の変化、医療の高度化・専門化により、地域医療に対する

ニーズは高度化、多様化しています。

住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、近隣自治体等と連携しながら救急医療

体制を整備するとともに、在宅かかりつけ医などとの医療連携体制の推進を図ります。

② 健康意識の啓発

病気の予防や早期発見・早期治療を推進するとともに、重要度が増してきた「ここ

ろの健康」を維持するため、保健相談センターを中心に広報による啓発、医療データ

の分析等による指導を通じて健康意識の向上を図ります。

（３）社会保障制度の充実

① 国保財政の健全化

保健事業を通じて健康意識の向上を図るとともに、医療費通知の実施やジェネ

リック医薬品の推奨などにより医療費の増加傾向を抑制することで、賦課保険料の

適正な改正と収納率の向上に努めます。

② 国民年金への加入促進

広報紙や啓発用のチラシの配布など、保険料免除申請に関する周知・啓発に努めます。

また、窓口における保険料の口座振替による納付を促進し、年金事務所と協力しな

がら未加入被保険者（20歳到達者を含む）の加入促進を図ります。
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６
人権施策の推進

町民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会を実現するため、人権に関する

総合的な取組を推進します。

また、さまざまな人権問題に対する正しい理解と認識を深めるための教育・啓発を推進

します。

（１）人権施策の推進

① 人権に関する施策の推進

人権問題は、複雑・多様化しており、家庭・地域・企業・職場・学校等においてさ

まざまな課題があります。「和木町人権施策推進協議会」を開催し、これらの人権問

題に柔軟に対応できる施策を推進します。

② 人権教育・人権啓発の推進

「じゆう（自由）」「びょうどう（平等）」「いのち（生命）」をキーワードとした「山

口県人権推進指針」の趣旨に沿った施策を実施します。

人権研修会・人権のつどいでは、講師を招き、人と人のふれあいの大切さを再確認

し、人権啓発を推進しています。このような人権尊重にかかわる啓発・広報活動の展

開、人権教育の充実、人権に関する啓発・学習活動の支援を継続し、人権にかかわる

情報提供や教育の機会を充実します。

③ 男女共同参画の推進

社会のあらゆる分野に男女が参画し、お互いが対等なパートナーとして個性と能

力を発揮できる社会の実現を図るため、「和木町男女共同参画推進計画」に基づき、

庁内体制の整備、女性団体との連携、夫婦がともに子育てに参加する意識の醸成に努

めます。



基本
計画

72

第６章 安全・安心で快適なまちづくり

自然環境の保全や循環型社会の構築は、現在生活しているものだけでなく、次の世代に

対しても重要となります。そのため、本町の自然環境を後世に残していくためにも、その

保全に努め、人と自然が共生できるまちづくりを進めていく必要があります。

町民が豊かさを実感できるゆとりのある環境へのニーズも高まっており、だれもが住

みやすいユニバーサルデザインのまちづくり、子育て世代や高齢者、障害者に配慮したま

ちづくりを進めていく必要があります。また、日常生活にかかわる交通網や情報網など、

生活基盤の整備も合わせて進めていく必要があります。

さらに、町民の生命や財産を守るため、防災・防犯、交通安全対策の強化に努め、だれ

もが来たい、住みたいと思えるよう、魅力的なまちづくりを進めていく必要があります。

第６章

安全・安心で快適なまちづくり

満開のしだれ桜
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［施策の体系］

［めざす姿］

目標指標 現状 目標・目標値 基準

まち全体の「安全・安心」の満足度 27.6％ 35％ 町民アンケート

防災・防犯カメラの設置台数 22台 35台

家庭用防犯カメラの補助件数 － 年10件

犯罪件数（刑法犯認知状況） 60件 減少 岩国警察署

交通死亡事故件数 ０件 ０件 岩国警察署

安全・安心で快適なまちづくり

１．安全・安心な生活の確保

（１）治山・治水事業の推進

（２）地域防災の推進

（３）消防・救急体制の充実

（４）交通安全対策の推進

（５）防犯対策の推進

（６）消費者対策の推進

２．生活環境の整備

（１）宅地・住宅の整備の促進

（２）上・下水道の整備

（３）公園・緑地の整備

（４）小瀬川河川敷の活用

３．環境衛生対策の推進

（１）ごみ処理の適正化と
環境・美化対策の推進

（２）斎場・霊園の充実

（３）環境保全対策の推進

４．交通・通信インフラの
整備の推進

（１）道路網の整備

（２）公共交通の充実

（３）情報通信網の充実
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１
安全・安心な生活の確保

近年、地球温暖化による異常気象や局地的な集中豪雨、巨大地震などの自然災害が日本

各地で発生しています。本町においても平成26年８月に発生した8.6岩国和木豪雨災害

では、土砂崩れや床下・床上浸水など、甚大な被害が発生しました。

また、交通安全について、本町では交通街頭指導や広報車による街宣活動等を通じて交

通安全意識の高揚を図っており、平成17年以降交通死亡者数は発生していません。

一方で、関々バイパスの開通に伴い、道路交通網の利便性は向上されましたが、大型車

や町外車両等により交通量が著しく増加しており、交通事故が発生する危険性もあります。

近年、凶悪・巧妙な犯罪や低年齢化した犯罪が発生しており、町民・行政がそれぞれの

役割を担い、連携しながら地域の防犯体制を確立していくことも重要です。

このため、地域住民が安全で安心して生活を送ることができるよう、防災対策等による

災害に強いまちづくり、防犯対策や交通安全対策等による安全で快適なまちづくりを進

めていきます。

さらに、社会情勢の変化に伴い、消費者を取り巻く環境は複雑さを増してきています。

このような中、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺など、高齢者を狙った犯罪も起こっ

ています。食品においても、残留農薬、輸入農産物や加工品などによる人体への被害、食

品表示偽装の問題など、安全・安心な生活を送るための対策や啓発活動が重要となってき

ています。

このため、引き続き安全な食品の確保や物価安定対策、消費者啓発などを推進し、消費

生活の安定に努めます。
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（１）治山・治水事業の推進

① 治山・砂防事業の推進

森林の保水能力を維持するため、保安林の適正な管理を進めています。急傾斜地崩

壊対策事業の第１次指定箇所については事業が完了していますが、今後も指定箇所

の見直し等により、土石流危険渓流、地すべり地帯等の災害危険箇所に対する整備

を、国や県と連携を図りながら促進します。

② 河川改修等の促進

近年多発する集中豪雨などによる自然災害に備え、今後も新たに必要な箇所につ

いては、国や県と連携しながら改修を進めます。

また、地域住民が安心して暮らせるよう、一級河川の小瀬川及びその支流となる瀬

田川、関ヶ浜川については、継続的な維持管理と併せて、斜面の点検・防災対策を強

く要望していきます。

（２）地域防災の推進

① 災害予防対策の強化

地すべり、土石流、洪水、崖崩れ等の危険区域については、災害を未然に防止する

ため、河川整備、砂防、治山事業の推進を国、県と連携しながら進めます。土砂災害

対策として、土砂災害が発生するおそれがある区域を「土砂災害警戒区域（イエロー

ゾーン）」（指定：平成23年11月）、著しい危害が生じるおそれがある区域「土砂災

害特別警戒区域（レッドゾーン）」（指定：平成28年２月）とし、危険区域の周知を

図ります。

また、災害はいつ、どこでも起こりうることから住宅をはじめとする建築物の安全

性の確保や地域住民、自主防災組織等の協力による避難誘導体制の確立、防災カメラ

による河川の監視、ハザードマップの更新など、災害予防対策の強化や正確で迅速な

情報提供に努めます。
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② 災害時の応急、救護体制の確立

災害時の応急体制を確立するため、和木町地域防災計画に基づき、和木町災害対策

本部の設置基準等を盛り込んだ職員参集マニュアルや避難勧告等の発令・伝達マ

ニュアルの随時見直しを行っています。さらに、蜂ヶ峯ヘリフォワードベースの活用

や、関係機関、生協、企業等との応援協定の締結等、外部関係機関との応急、救急体

制の整備を行っています。

災害対策本部の機能強化として庁舎非常用電源の整備を行うとともに、防災行政

無線のデジタル化に伴う一層の有効活用手段として、個別受信機導入の検討及び防

災メールの活用、防災行政無線放送の留守番電話サービス等、情報伝達手段を多重化

し、町民に情報を提供する体制を整えます。

また、海抜が低く、石油コンビナートが立地する沿岸部の住民が、大規模災害発生

時の避難場所である蜂ヶ峯総合公園へ円滑に避難することのできる道路の新設を県

に対して要望します。

③ 災害復旧体制の充実

町内各施設を災害種別に応じて緊急避難場所や指定避難所に指定しています。今

後、指定についての適宜の見直しを行うとともに、大規模災害発生時の避難場所であ

る蜂ヶ峯総合公園の「広域避難場所」指定を検討します。

災害復旧体制を充実するため、指定避難所を円滑に運営できるよう研修を進める

とともに、被災者の生活再建を支援し、再度の災害防止に配慮した復旧に心がけてい

きます。被災箇所については国、県と連携し、早期の復旧、危険箇所の調査等を実施

します。今後とも、国、県、関係機関との連携、協力体制の確立を図ります。

総合防災訓練
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（３）消防・救急体制の充実

① 防災意識の普及啓発

災害時の安全確保は、町民一人ひとりの日頃の備えと心構えにかかっています。総

合防災訓練の実施や防災マップの発行、各種の広報活動により、防災に対する適切か

つ正確な情報提供や町民に対する防災意識の普及啓発を実施します。

② 地域総合防災体制の充実

平成23年の東日本大震災や、平成26年に本町を襲った8.6岩国和木豪雨災害を経

験し、災害時、公助には限界があり、地域における自主防災組織の重要性が高まって

います。行政、各種機関、町民のそれぞれが災害発生時において、相互協力体制が図

られるよう、自主防災組織等の整備に努めます。さらに、地域防災の核となるリー

ダーを育成するため、防災士の資格を取得できる自主防災アドバイザー研修への派

遣、また、自主防災組織への物的援助を実施し、地域総合防災体制の充実を図ります。

（４）交通安全対策の推進

① 交通安全推進体制の強化

交通安全対策協議会や和木町通学路交通安全プログラムを中心として、近隣市町や

関係団体、企業等と緊密な連絡を保ち、総合的な交通安全推進体制の充実を図ります。

② 交通安全意識の高揚

春・秋の全国交通安全運動とタイアップしながら啓発、スピードダウンキャンペー

ン等を積極的に開催するとともに、交通安全運動期間に限らず、あらゆる機会を通じ

て広報、街宣活動等を推進することによって、町民の交通安全意識の高揚を図ります。
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③ 交通安全施設の整備充実

事故等が予想される箇所については、防犯灯のＬＥＤ化やカーブミラー等の設置

を進め、それら施設の点検整備を十分に行うなど、交通安全施設や、子どもや高齢者

等に配慮した歩道の整備充実に努めます。

また、平成25年度から通学路や生活道路へ車の速度を規制する「ゾーン30」区域

を設定し、区間の路面標示、交差点のカラー化を実施して人優先の歩行空間整備を進

めており、その周知を図るとともに、県に対する交通安全改善要望による施設整備が

実現するよう働きかけを行います。

さらに、歩道の整備、段差等の解消に努め、子ども、高齢者、障害者など、交通弱

者の立場に立った、人にやさしい道づくりを推進します。

④ 交通安全教育の推進

一人ひとりの交通安全意識を高揚させるため、家庭・学校・地域・職場等において、

関係機関の連携のもと、交通安全運動を展開しています。高齢者の関わる事故なども

増加していることから、今後は従来の実施場所のほか、交通安全対策関係部局と連携

しながら、和木大学などを活用し、社会教育、生涯学習としての交通安全教育の実施

に努めます。

幼稚園児による交通安全運動
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（５）防犯対策の推進

① 地域に密着した防犯活動の推進

子どもたちの見守り活動を推進する「わきスクールガード」の発足や町民が安心し

て生活できる地域社会をめざす「和木町防犯パトロール協議会」の設置など、さまざ

まな活動を展開しています。

また、青少年の健全育成体制の整備や不法駐車の取締りなど、地域に密着した防犯

活動の推進に努めるとともに、保護者、地域の方々、学校、警察等と協力体制を密に

し、総合的な対策を推進します。

② 防犯意識の高揚

全国的に特殊詐欺は増加傾向にあり、特に高齢者を狙った事案や消費者被害が多

発しています。こうした犯罪や事故などのトラブルを未然に防ぐため、地域活動や広

報活動等の強化によって、町民一人ひとりの防犯意識の高揚を図ります。

また、近隣市町で犯罪被害が発生した場合、緊急を要する事案が発生した場合は、

あらゆる手段を用いて、迅速に広報・啓発活動を実施し、犯罪被害の未然防止に努め

ます。

③ 防犯施設等の整備

犯罪や事故の危険率が高い地域・場所については、自治会と協力し、街灯（防犯灯）

や注意看板等を設置するなど、防犯施設等の整備に努めます。

また、犯罪の抑止に効果がある防犯カメラの増設を検討するとともに、「防犯カメ

ラ設置のまち」を周知していきます。
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（６）消費者対策の推進

① 安全と利益の確保

消費者からの相談と苦情処理窓口を設置し、県消費者生活センターや近隣市町と

の連携のもと、消費者の安全と利益の確保に努めています。今後も関係機関や近隣自

治体と協力しながら、消費者の安全と利益の確保を図ります。

② 消費者啓発の推進

消費者を取り巻く環境の変化に対応するため、広報紙にて「消費者生活相談だよ

り」を毎月掲載するなど、啓発活動を推進しています。消費者一人ひとりが自己の責

任において主体的かつ合理的な消費生活活動を行うことができるよう、的確な情報

提供や相談体制の充実などに努め、消費者意識の高揚を図ります。
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２
生活環境の整備

人口減少や高齢化の進展は、労働力の減少による都市の生産活動の低下を招き、新しい

投資余力の低下につながります。一方で、既存の社会資本の維持コストは確実に増加し、

財政的制約はますます厳しくなるものと考えられます。地方分権社会を迎え、市町村が主

体的に政策を決定することが可能となりつつある中で、自己責任による自立的な都市経

営を行うことが求められています。

そのため、快適な生活環境の整備に向けて、老朽化した町営住宅や公園施設の建替えや見

直し、上下水道においては、計画的な予防保全的維持管理と更新事業の平準化に努めます。

（１）宅地・住宅の整備の促進

① 公営住宅の建替推進

耐用年数も経過し建替対象戸数が多数ある現状を踏まえ、小規模団地は用途廃止し、

大規模団地（江尻、緑ヶ丘）に統合することを基本に、中高層化や高齢者に配慮した

住宅の建設など、計画的で町民ニーズにあった公営住宅の効率的な建替えを推進し

ます。また、必要戸数のコンパクト化を図ります。

② 良質な民間住宅の建設促進

現行の新築住宅に対する「住宅建設資金利子補給制度」や「住宅建設奨励金制度」

を実施するなど、人口定住対策を推進することにより、良質な民間住宅の建設を促進

します。
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（２）上・下水道の整備

① 安定的な水源の確保

安定的な水源を確保するため、岩国市と連携しながら水需要に対応します。また、

老朽化が進む簡易水道施設の適正な維持・管理と更新事業に努めます。

② 下水道の維持管理体制の整備充実

供用開始から40年が経過しており、施設が全体的に改築更新の時期を迎えています。

また近年の降雨量の増大から排水処理能力の向上が求められています。効率的で

持続可能な下水道事業を推進するため、新たな事業管理計画や維持修繕基準を策定

し、社会資本整備総合交付金事業による事業実施を柱として改築・再生事業を推進し

ます。

（３）公園・緑地の整備

① 蜂ヶ峯総合公園の適正管理

町民の憩いの場、レクリエーションの場、交流の場として活用されている蜂ヶ峯総

合公園は、開園から28年が経過し、これまで以上に適正な維持管理と施設の計画的

な更新が必要となっています。今後、来町者や外国人も含めた一層の利用促進を図る

ため、しっかりとした長期計画を策定するとともに、公園経営の視点に立ち、さらな

る活性化に向け取り組んでいきます。

② 身近な広場の整備

高齢者や幼児をはじめ、町民が気軽に憩える場を確保するため、児童公園など、身

近な広場の整備に努めます。

また、市街地の整備計画に際しては、新たな緑地広場の設置を検討します。

③ 維持管理体制の充実

公園・緑地を快適に利用できるよう、施設の老朽化に伴う改修、整備を計画的に行

います。
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④ 環境緑化の推進

「緑の風薫る文化のまち」を実現するため、街路樹や公共施設内の植樹の整備、公

園や各家庭での花いっぱい運動などによるまちぐるみの緑化運動の推進など、町全

域における環境緑化を推進しています。また、市街地の整備計画に際しては、工業区

域との緩衝緑地帯の設置を検討します。

（４）小瀬川河川敷の活用

① 小瀬川「かわまちづくり」の推進

架け替えの進む栄橋から新大和橋にかけての河川空間について、河岸を共有する

大竹市と連携しながら水辺環境の有効利用を図る「かわまちづくり」を推進します。

環境に配慮しながら河川管理体制を整え、町民の憩いの場、ウオーキングなど健康

づくりの場として活用できるよう、河川設備や親水環境を整備します。

小瀬川の河川敷
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３
環境衛生対策の推進

美しい地球を次世代に引き継いでいくことが、現代を生きる私たちに課せられた重要

な課題であり、そのためには、町民一人ひとりの環境意識を向上させることが必要です。

本町においては、可燃ごみの処理は周陽環境整備組合（旧５町で設置した一部事務組

合）において焼却していましたが、老朽化のため廃炉が決定しており、平成31年度より

岩国市の新ごみ焼却施設を利用することとなります。

また、環境美化に関しては、広報や看板等により啓発を行うとともに、町内一斉清掃を

年２回実施し、環境保全対策では再生可能エネルギーの導入や支援を実施しています。

今後も、地域においてごみの減量化対策、環境保全対策、環境美化対策など、総合的な

環境衛生対策を進めるとともに、地球温暖化対策事業の充実によるＣＯ２（二酸化炭素）

排出量の削減、リサイクルの取組などによる循環型社会の構築をめざして町民と行政が

一体となって推進します。

（１）ごみ処理の適正化と環境・美化対策の推進

① ごみの分別の適正化と減量化対策の推進

町と自治会、町民が協力し、ごみの排出抑制や分別、ごみステーションの適正管理

を実施していますが、今後もさらなる啓発と相互協力が必要です。岩国市の新ごみ焼

却施設への搬入時期に合わせ、分別内容の改正とごみ減量化団体補助金のあり方の

見直しを検討し、町民の理解と協力を得られるよう、取組を推進します。

② ごみ処理体制の充実

一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみの収集サービスの向上やコストの削減、適

正処理体制の充実等を図るため、地域や関係機関との連携の充実強化を推進します。

③ リサイクルの推進

限りある資源を守り、有効活用するため、リサイクルに関する啓発やリサイクルを

推進する活動を支援しています。リサイクルの一層の推進を図るため体制を整備し、

循環型社会の形成を推進します。
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④ 施設の整備充実と広域連携

現在、可燃ごみとプラスチックごみは、岩国地域で連携して広域的な処理を行って

います。可燃ごみの処理については、平成31年度以降、岩国市新ごみ焼却施設を利

用し、コストの削減と適正処理を推進します。

町クリーンセンターと最終処分場についても、適正管理と設備の充実を推進します。

⑤ 環境美化意識の普及啓発

より美しい町にしていくため、広報や看板により、ポイ捨てやペットの糞の持ち帰

りについて啓発を行っています。今後ともさまざまな方法で、広報、啓発を積極的に

実施し、環境美化意識の普及に努めます。

⑥ 環境美化活動の推進

町民の環境美化意識を向上させるとともに、美しい町並みを保つため、町内一斉清

掃等の環境美化活動を推進します。

また、自主的な環境美化団体の活動を支援します。

環境衛生対策の推進
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（２）斎場・霊園の充実

① 維持管理体制の強化

常に美しい斎場・霊園とするため、周辺環境を含めた維持管理体制の充実を図りま

す。また、施設を正常に長く使用するため、定期的な点検等を実施します。

② 施設の整備充実

町民ニーズに対応した斎場・霊園とするため、火葬炉設備の改修や墓地造成工事な

どを実施してきました。今後、施設の維持や拡大するニーズに対応するため、施設の

整備充実を検討します。

（３）環境保全対策の推進

① 監視体制の充実

大気汚染、水質汚濁、悪臭、騒音等の環境保全対策については、地域・企業・県等

との連携によって一層改善されていくよう、監視指導体制の充実を図ります。

② 地球温暖化対策の推進

再生可能エネルギーの導入や支援を推進するとともに、省エネルギー対策に関す

る活動を支援することで、地球温暖化対策を推進します。
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４
交通・通信インフラの整備の推進

道路は生活の利便性を確保し、産業の振興を図るうえで欠かすことのできない重要な

基盤です。本町では、関々バイパスの開通により、慢性的に渋滞している国道２号の迂回

路として、町内を通過する大型車両を含めた交通量が増大しています。このため、両国橋

までの県道整備と岩国・大竹道路の早期完成が望まれます。

また、町内の道路施設においては、老朽化による修繕等を行うなど、長期的な計画によ

り効率的に道路整備を進める必要があります。

公共交通の状況では、平成20年３月にＪＲ和木駅が開業しました。これにより、本町

の交通事情が大きく変化し、町民の利便性も向上しました。さらに、ＪＲ和木駅を中核と

して和木町コミュニティバス（あいあいバス）やいわくにバスなども運行しており、多く

の人が利用しています。

今後も、国道・県道等広域生活幹線道路や生活道路の整備を促進し、道路網の一層の充

実を図ります。

（１）道路網の整備

① 国道整備の促進

現在、県境に架かる栄橋の架け替え工事が行われており、安全で信頼性の高い交通

網の確保が進められています。これらの交通網の整備と連携して町内交通を整理す

るとともに、国道２号の交通渋滞の解消や大規模災害における避難経路の確保、さら

には、岩国医療センターへの搬送や岩国錦帯橋空港へのアクセスなど、地方再生を実

現する為に不可欠な、国道２号バイパス岩国・大竹道路の早期完成を国、県に対し、

要望します。

② 県道整備の促進

県に対し、国道２号の迂回路として完成した県道岩国大竹線（関々バイパス）を有

効的に利用するため、関々バイパスから両国橋までの拡幅工事及び中市堰からカケ

地区の道路拡幅及びかさ上げ工事の早期着手完成、蜂ヶ峯防災広場と和木地区を結

ぶ道路の新設を要望します。
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③ 都市計画道路の整備

計画決定以降整備の進まない都市計画道路については、山口県都市計画基本方針

に沿って、その必要性を検証します。

また、見直しにあたっては、町民への情報提供に配慮し、町民の理解と合意形成に

努めます。

土地区画整理区域については、狭隘道路の整備など、代替事業により未接道宅地を

解消する方向で、廃止を検討します。

④ 橋梁等の整備

橋梁等の道路ストック総点検が義務づけられたことに伴い、各種補助金を有効に

活用しながら、的確な施設の管理及び更新整備を推進します。

（２）公共交通の充実

① ＪＲ和木駅の活用促進

町民の日常生活や通勤・通学における利便性の向上を図るため、ＪＲ和木駅の利用

を促進します。放置自転車が増加していることや駅設備の維持管理などへの課題に

対応するため、関係機関等と連携しながら見回りの実施や啓発活動を行い、だれもが

快適に利用できる駅となるよう努めます。

② バス路線の拡充促進

ＪＲ和木駅との交通アクセスを向上させるため、和木町コミュニティバス（あいあ

いバス）の増便、ルート改正等を行いました。今後とも必要に応じてバス検討委員会

を開催し、ルートや時刻表等の改正を行います。

③ 港湾整備の促進

山口県東部地域の拠点として、物流需要の増大、船舶の大型化等に対応するため、

県に対する港湾施設の整備の要望等を行い、船舶の大型化対応及び老朽化施設等の

整備改良の促進を図ります。
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（３）情報通信網の充実

① 地域情報化の推進

町内全域に整備されたＣＡＴＶ網で和木町専用チャンネルを設け、町政情報や町

内の出来事を紹介しています。庁舎内においては、Ｗｉ-Ｆｉを整備し、来庁者の利

便性を高めるなどの行政の情報化を推進するとともに、災害時の情報取得・連絡手段

の冗長化を行うなどの活用の拡大を図っています。

また、ＩＣＴの進展とともに、町民の日常生活においても情報機器の利用が一般化

していますが、それらの機器を使えない人との情報格差も課題となっています。

情報格差を解消するため、ＩＣＴに対する町民の知識の向上を支援するほか、多様

な情報発信手段を活用し、地域情報化とそのための必要な対策を推進します。

JR和木駅
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第７章 教育・文化のまちづく

人口減少社会への転換やグローバル化の進行、東日本大震災の発生など、社会状況は近

年大きく変化しており、これまでの価値観から新たな価値、暮らし方を創造することが必

要とされています。こうした状況においては、一人ひとりが自らの個性を生かして主体的

に人生を切り開いていくことや、社会の多様性を受け入れながら共生すること、社会への

参画や協働を推進することが重要となってきます。

こうした力を養っていくために、ライフステージに応じた生涯学習の機会を確保する

とともに、学校と地域との連携を深め、「学校から地域へ」「地域から学校へ」という双方

向の取組を推進し、地域に潜在する知恵や技能、能力を発揮できる場を充実していきます。

また、芸術・文化やスポーツなど多様な活動に触れ、自ら取り組むことができる環境を

整え、教育・文化のまちづくりを多面的に推進します。

三井化学株式会社の社宅跡地に新設予定の幼稚園・保育所連携型認定こども園の園舎

については、園児が通いたくなる、また、町民から親しまれる施設とするとともに、隣接

の中学校などと町域の中核に位置する文教地区として、保育所・幼稚園から小学校・中学

校までの一貫した教育の充実をはじめ、さまざまな活動を展開していきます。

第７章

教育・文化のまちづくり

ＩＣＴを活用した授業
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［施策の体系］

［めざす姿］

目標指標 現状 目標・目標値 基準

まち全体の「教育・文化」の満足度 37.1％ 50％ 町民アンケート

自主的な活動団体の新規立ち上げ － 10団体

学校ボランティア数 313人 400人

英語検定受験率(延べ) 34.9％ 50％

教育・文化のまちづくり

１．生涯学習の推進

（１）学習基盤の整備

（２）学習環境の整備

（３）学習活動の促進

２．芸術・文化の振興

（１）芸術・文化活動の促進

（２）文化の維持・継承

３．スポーツの振興

（１）運動環境の整備

（２）スポーツ活動の促進

４．学校教育の充実

（１）幼児教育と保育の
一体化の推進

（２）小・中学校教育の充実

（３）健全な青少年の育成支援

（４）教職員の資質の向上
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１
生涯学習の推進

経済・雇用環境の変化や急速な高齢化・人口減少の進展がわが国において予想される

中、本町においても町民が今後も豊かさを享受していくためには、町民一人ひとりの能力

の向上が重要となります。キャリアアップや再就職、青少年の体験学習や自立に向けた学

習、家庭教育に関する学習、高齢者の社会参画や生きがいづくりの学習など、それぞれの

ライフステージに応じた多様な学習機会の確保と、その成果を生かすことができるまち

づくりを推進します。

（１）学習基盤の整備

① 推進体制の整備

生涯学習関連施策を積極的に推進するため、生涯学習推進プランの見直しを図り、

その時々の社会・地域状況に応じた生涯学習を推進します。

また、庁内各部署や関係団体と連携して、まちづくりを含めた総合的な施策の充実

を図ります。

② 学校教育機能の活用

体系的・専門的学習機会を拡充するため、学校教育機関の物的・人的教育資源の利

用を促進し、町民と学校との交流を深めるなど、学校教育機能の活用に努めます。

また、コミュニティスクール、地域協育ネットなどを引き続き進めていくことで、

より地域と学校の交流を推進します。

③ 指導者の確保と養成

生涯学習を円滑に進めるため、豊富な知識・経験・技能・指導力を有する優れた人

材を確保・養成するとともに、町内、町外の幅広い人材を指導者として招へいし、多

様な指導者を確保・養成します。
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（２）学習環境の整備

① 学校施設開放事業と多様な施設利用の推進

各種公共施設を生涯学習拠点とするため、コミュニティセンター、図書館、体育セ

ンターなどの利用促進を行うとともに、小・中学校の学校施設開放事業を推進し、児

童・生徒、高齢者、障害者へ配慮した教育・文化・スポーツ等の生涯学習施設として

活用するなど、公共施設と連携した学習環境づくりを行います。

また、建替えが予定されている公民館瀬田分館、関ヶ浜分館については、地域の拠

点施設として一層利用をされるよう、運用方法の検討を行います。

② 学習情報提供システムの確立

学習・相談活動、学習団体、指導者等の情報を総合的に提供するため、それらの

データベース化やデータバンク化を図っています。今後は必要に応じて町民や各種

団体、関係機関への情報提供を行い、自主活動グループの活動の活性化、町が主催す

る講座の内容の充実、学校教育活動の充実を図ります。

③ 自主的な活動団体の育成

町民の自主的な学習活動を支援し、既存グループ・サークルの活動の活性化を支援

するとともに、各種自主グループ・サークルの新規立ち上げ及び活動を支援します。

また、その活動が、公民館主催講座と同等のものであると認められる団体を「認定

団体」とする制度の充実を図るため、無料体験を充実するなど、制度の周知と広報活

動に努めます。

（３）学習活動の促進

① まちづくり活動の促進

地域の人々が主体となったコミュニティづくりをめざし、各種団体の自主的活動

を助長するとともに、団体間の連携、交流の促進に対する支援を検討するなど、活性

化の促進に努めます。
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② ボランティア活動の促進

各種団体が自主的、自発的に各種ボランティアを実施しているほか、学校と地域相

互の活動も始めており、これらの活動を積極的に促進します。

また、新たなボランティアの参加を促進するため、幅広く参加してもらえるような

募集案内、ボランティア活動の内容などを検討し、活動の促進に努めます。

③ 環境保全活動の推進

貴重な自然を保全し、緑あふれる快適な生活環境を確保するため、花いっぱい運動

をはじめとして、各種団体により環境美化、環境保全活動が実施されています。今後

とも、環境教育、自然保護教育など関係機関との連携を図りながら、環境保全活動を

推進します。

④ 国際交流の推進

中学生・高校生を対象として、オーストラリアでのホームステイ事業及びセブ島で

の語学研修を実施しています。それぞれの実施方法について、引き続き調査研究を行

いながら事業の継続に努めます。

また、諸外国の文化・歴史に関する学習機会の充実に努めるとともに、経済・文化・

スポーツ等を通じて、外国人との友好的な異文化交流を推進します。
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２
芸術・文化の振興

芸術・文化は、豊かな人間性や創造力、感性を育むなど、人間が人間らしく生きるため

の糧となるものであり、他者の感じ方を知り、自らの感じ方を表現することで、相互理解

を促進し、共に生きる社会の基盤をつくるものです。

身近に芸術・文化に触れることができ、また町民自身が作品・表現を発表できる場を設

けるとともに、長い間培われてきた歴史・芸術・文化の継承を促進します。

（１）芸術・文化活動の促進

① 地域文化活動の促進

個性と魅力ある文化を創造し、町民が文化にふれあい、文化に親しむ環境づくりを

進め、暮らしの中に文化を定着させていくことが必要です。

このため、和木町文化協会と連携し、和木美術館等を活用しながら優れた文化にふ

れあう機会や身近な文化活動の充実に努めるとともに、町民の文化意識を高め、地域

の文化を担う人材や団体の育成、文化交流を進めます。

② 活動拠点の維持・整備

和木美術館、和木町文化会館などを有効に活用し、町民が芸術文化にふれあう機会

を提供するとともに、町民自らの学習発表や、町外で活動している優れた団体や個人

の発表の場を提供することにより、地域文化活動の活性化を図ります。

また、学習機会の拡充、伝統芸能の継承、趣味・教養講座の充実等により、日常生

活の中で、文化活動に親しめる機運を醸成することにより、地域文化のさらなる向上

に努めます。
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（２）文化の維持・継承

① 文化財の保護・活用

地域の歴史についての関心を深めるとともに、来場者により喜んでいただけるよ

う、歴史資料館の運営方法を検討します。

町内の文化財や歴史資産の保存に努めるとともに、公開展示等の推進や文化財愛

護精神の啓発を行います。

また、これらの資産をウオーキングコースの設定や学習機会の提供などに積極的

に活用し、町民の生活に生かす取組を進めます。

② 伝統文化の継承

地域の伝統行事や祭事等の継承に向け、後継者の育成や地域の活動等を支援します。

また、映像記録などの作成、保存など、伝承保存のための資料作成に努めます。
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３
スポーツの振興

2020年のオリンピック・パラリンピックが東京で開催されることが決定し、競技ス

ポーツの向上に全国的に力が入れられています。こうした面に加えて、スポーツは青少年

の健全育成や心身ともに健康を保持すること、人と人との交流を促進することなどさま

ざまな役割を果たすものであり、子どもから大人まで、だれもが気軽にスポーツと関われ

る環境の整備が求められます。

そのため、総合型地域スポーツクラブの普及に向けた支援やスポーツイベントの開催

など、幅広い施策を展開していきます。

（１）運動環境の整備

① スポーツ施設の維持・整備

体育センターなどのスポーツ施設の維持・整備を推進するとともに、学校の体育館

などを活用するなど、町民がスポーツに親しむ機会を増やします。

② 小瀬川周辺の活用

国道２号の栄橋の架け替えなどと合わせ、小瀬川周辺ウオーキングコースの一層

の充実を図るなど、大竹市と連携しながら体力・健康づくりエリアとして整備します。

（２）スポーツ活動の促進

① 生涯スポーツの振興

一人でも多くの町民が生涯にわたってスポーツとの関わりを持ち、健康で明るい

生活を送ることができるよう、また、気軽にスポーツに取り組めるよう環境の整備・

充実に努めます。

② 総合型地域スポーツクラブの普及・促進

和木町スポーツ推進委員協議会と和木町体育協会が中心となり、町民が主体的に

運営するスポーツの振興のための和木町総合型地域スポーツクラブが設立されてい

ます。町民が気軽にスポーツに親しむことのできるよう、参加者の増加のための普及

啓発や活動支援などを推進します。
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４
学校教育の充実

本町では、保育所・幼稚園・小学校・中学校がそれぞれ１つずつとなっており、平成23

年度に立ち上げられた和木町地域協育ネットの活用を進めながら、保・幼・小・中の連携

を強化しています。

また、小学校・中学校においてはコミュニティスクールを導入し、和木町の子どもは地

域で育てるという認識のもと学校づくりが推進されています。

一方、単独世帯や女性の社会進出などの社会状況により、保護者が子どもとゆっくり過

ごすことができる環境や家庭教育の力が失われつつあることが懸念されています。

今後も学校教育への地域の参画促進や保護者の意識の高揚を図りつつ、子どもの心の教

育や人権教育、情報教育、青少年の健全育成等において特色ある学校教育をめざします。

（１）幼児教育と保育の一体化の推進

① 認定こども園開設による教育と保育の一体化

平成27年４月に「子ども子育て支援法」が施行され、教育と保育を一体的に行う

「認定こども園」の普及が図られるようになったことに伴い、新たに和木保育所、和

木幼稚園を建替える際に「認定こども園」に移行し、総合的な子育て支援施設として

一体的に整備します。

また、施設における教育及び保育の充実のため保育教諭等の人材確保に努めます。

② 豊かなふれあい教育活動の推進

遊びを通して、人や物を思いやるやさしさや温かい心を育むとともに、思い切り体

を動かすことにより心身ともにたくましい幼児の育成に努めます。園庭や遊具の工

夫等により、子どもたちがより創造性に富んだ遊びなどができる環境づくりを検討

します。

③ 家庭・地域との連携による教育の推進

幼児一人ひとりが集団生活を通して、豊かな心や感性を育む情操教育を推進する

とともに、家庭・地域と連携をとりながら、就学前幼児教育を推進します。
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（２）小・中学校教育の充実

① コミュニティスクールの推進

学校・家庭・地域が一体となって、地域の子どもたちを育む学校づくりを進めるた

め、学校運営協議会を設置しています。

学校だけでなく、周辺の地域が学校を支援し、地域が一体となって子どもの育成や

学校での子どもの安全確保が図られる環境をつくるため、地域と学校との関わりを

強化していきます。

② 特色ある学校づくりの推進

生涯学習の観点から、教職員を含む学校機能を地域に開放します。

また、学校評議員の積極的な活用により、開放的で特色のある学校づくりを推進し

ます。

③ 保・幼・小・中の連携による教育の推進

まちが一体となった教育を推進するため、保育所・幼稚園・小学校・中学校間の連

携及び中学校と近隣の高等学校間の連携・交流を強化します。

④ 一人ひとりの特徴・可能性を生かす学習指導の推進

問題解決的な学習を取り入れた「わきっこ学習」に取り組むことにより、授業改善

を行い、学力向上につなげるように努めます。

また、一人ひとりの良さを十分発揮し合い、自主的で創造的な活動に取り組むな

ど、可能性を生かす学習指導を推進します。
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（３）健全な青少年の育成支援

① 家庭教育支援の充実

母子保健推進協議会及び保健相談センターを主体として、子育てにかかわる団体ボ

ランティアによって運営される「すくすくフェスタ」や、小学校の１日入学に合わせ

て「就学時子育て支援講座」を開催しており、乳幼児の家庭教育に取り組んでいます。

子育ての不安解消や家庭教育にかかる相談体制の充実など、家庭教育の支援を進

めるため、各部署、関係団体等が連携した総合的な施策の充実を図ります。

② 青少年の健全育成

青少年問題協議会、和木地区生徒指導推進協議会などとの連携のもと、青少年の課

題について関係者間で情報共有し、対策を協議していますが、インターネットや各種

情報機器の普及により、目に見えない社会での問題も増加しています。

学校、地域相互に顔の見える関係の構築に向け、児童及び生徒の地域活動への参加

を推進することなどにより、町全体で青少年の健全育成に取り組んでいきます。

また、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようするため、必要な

支援及び情報提供を行うとともに、学校や家庭との連携を深めていきます。

③ 教育環境の整備充実

学校教育水準の維持・向上を図るため、建替えにより耐震化の完了した小・中学校

に引き続き、和木幼稚園の建替えに取り組み、学習活動にふさわしい環境の確保、町

域の中核に位置する文教地区の整備に努めます。

また、教育活動を円滑に行うための人的・物的条件の整備についても検討します。

④ 心の教育の推進

幼・小・中が連携したあいさつ運動などを通じて、心身の調和のとれた豊かな心の

育成を図るとともに、町民の理解と連携のもと人とふれあう機会を増やし、豊かな心

の教育を推進します。
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⑤ いじめの防止

和木町いじめ防止基本方針に基づき、「いじめは絶対に許さない」という強い信念

をもち、未然防止・早期発見に全力を注ぐ体制構築に努めます。

また、いじめ・問題行動・不登校など、子どもたち一人ひとりの悩みや不安などを

受け止め、支援するために、生徒指導や相談支援体制を整えるとともに、保護者や児

童・生徒、教職員からの相談を受け付ける体制の充実を図ります。

⑥ 教育の情報化の推進

情報化の進展に適切に対応していくため、県内随一のＩＣＴ環境を整え、情報教育

に取り組んでいます。ＩＣＴ教育先進地として教育内容やインターネットの健全活

用に向けた教育など、環境を生かした指導内容の研修を進め、情報社会に対応できる

人材の育成を図ります。

（４）教職員の資質の向上

① 教職員研修の充実

時代や地域社会に対応しうる柔軟性のある教職員を養成するため、大学教授を招

へいし、年間６回の小学校・中学校合同研修会を開催するなど、資質の向上をめざし

た適切な研修を実施します。

② 保・幼・小・中連携による研修の充実

各学校の課題を踏まえ、合同研修会や交換授業の実施などにより、保・幼・小・中

の連携のもと、和木町の子どもを育てるというスタンスの職員研修の充実に努めます。

また、コミュニティスクールの導入により、地域と協力して学校運営を進めるた

め、教職員と地域が連携した教育の推進を図ります。
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第８章 計画の実現に向けた取組の推進

地方自治体の行政運営では、全国一律で中央集権的な仕組みから地方分権への展開が

図られています。今後は、地域のことは地域で行いながら、まちの特徴や個性を活かした

地域づくり、自立した行政運営ができる体制づくりが求められています。

今後も優先度や実行性を考慮しながら計画的に行政運営を行うとともに、行政のみな

らず、町民参加や官民協力によるまちづくりを進めながら、行政のより一層の効率化と健

全な財政運営に努めていく必要があります。

１
広報・広聴活動の充実

将来像や基本目標を達成するためには、まちづくりの主役である町民の意見を広く吸

い上げるとともに、町民と行政の適切な役割分担のもとで開かれた行政運営を推進する

必要があります。

本町では、町の将来像や基本目標の達成に向け、町内自治会長の参加による行政懇談会

や、各種団体の意見を聴く場として「意見交換会」を開催してきました。さらに、広報わ

きや町ホームページを活用した情報発信も行ってきました。

引き続き、まちづくりへの町民参加を積極的に推進するとともに、広報・広聴活動を充

実させることにより、行政と町民が共に創るまちづくりを積極的に展開します。

（１）町民参加の意識啓発

各地区の自治会長の参加による行政懇談会や、町内各種団体との「意見交換会」を開

催しています。行政主体でなく、町民主体のまちづくりを進めるため、あらゆる団体や

町民からの声を聞き、行政に反映していくため、町民参加の意識啓発に努めます。

第８章

計画の実現に向けた

取組の推進
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（２）町民本位の役場づくり

町民サービスに必要なマニュアルを定め、その継続的改善と効果的な適用による町

民満足度の向上を目的として、ＰＤＣＡマネジメントサイクルシステムを活用した町

政運営を進めています。

町民が気軽に立ち寄れ、町民から信頼される役場を実現するため、迅速な事務処理、

親切であたたかい対応など、行政サービスの向上に努めます。

（３）広報活動の充実

親しみやすく内容の充実した広報紙づくりを進めるとともに、ケーブルテレビやイ

ンターネット、ホームページ、町勢要覧などを活用した行政情報や地域情報の提供に努

めます。また、ふるさと納税の充実、和木町パンフレットの発行、ＳＮＳの活用など町

外に向けての広報の推進を図ります。

（４）広聴機能の強化

町政やまちづくりに対する提言・要望を的確に把握し、行政施策に反映させるため、

行政懇談会、意見交換会、各種相談会、座談会、提言箱の設置など、町民との対話の機

会を充実するとともに、町民と行政の双方向からの意見交換ができる仕組みづくりに

努めます。
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２
安定した行財政運営の推進

人口減少・少子高齢化の進展、町民のライフスタイルの多様化などにより、町民のニー

ズは多様化・複雑化してきています。

こうした状況に対応するためには、中・長期的な展望を持ちながら、町民にとって真に

必要な行政サービスを提供するとともに、各種団体や民間事業者等と連携しながら効率

的な行政運営を行うことが大切です。

このため、中・長期的、総合的な施策を展開するにあたっては、町民の十分な理解と協

力を得るとともに、事務の効率化や職員の政策立案能力の向上など、効率的・効果的な行

政の推進に努めます。

さらに、各種事業の見直しやさらなる財政の健全化を進めていくとともに、中・長期的

な計画に基づく財政運営を進めていきます。

（１）計画的・自立的行政の推進

① 中・長期的、総合的な施策展開

多様化・複雑化する行政ニーズに適切に対応するため、時代の流れや町民の意向を

的確にとらえるとともに、中・長期的、総合的な視点に立って計画的な施策展開を図

ります。

② 効率的行政組織の確立

町民サービスのマニュアル化を推進し、作業の効率化と町民への安定したサービ

スの提供に努めます。

また、ＩＣＴ技術の発展とともに行政サービスの電算化、ネットワーク化が加速し

ており、これらに対応したシステムの設置、運営を推進するとともに、情報セキュリ

ティなどの技術の導入を図ります。

③ 職員の資質向上

地方創生により地域の特色を生かした独自のまちづくりが求められる中、自立的

な行政運営を可能にするためには、職員の資質の向上に努める必要があります。

このため、町独自での研修及び国、県が実施する研修会に積極的に参加し、職員一

人ひとりの自己研鑽意識の啓発などによって、問題提案・解決力やコミュニケーショ

ン力、政策形成・立案能力や、法制執務などの専門知識について、高度な能力の人材

育成に努めます。
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（２）効率的・効果的な財政運営の確立

① 計画的な財政運営

本計画の施策方針を踏まえ、中・長期的な財政計画を策定するとともに、毎年、そ

のローリングを行い、計画的な財政の運営に努めます。

近年、公共施設等の老朽化に伴い、突発的な改修費用等が発生する事例があること

や、災害時の対応などへの支出を確保することもあることから、公共施設等総合管理

計画や、施設ごとの長寿命化計画に基づく計画的な対応を図るとともに、優先順位を

考慮した財政運営を図ります。

② 計画的な事業執行

大規模事業については、財源の確保を行ったうえで、事業実施期間の重複を避け、

計画的な事業の執行を図ります。

③ 財政基盤の充実

産業振興や人口定住策を推進することにより、自主財源の充実に努めるとともに、

財源の有効活用や各種の交付税、補助金等の計画的な導入等によって、財政基盤の充

実に努めます。
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３
広域行政の推進

道路網の整備によるアクセスの向上やライフスタイルの多様化等に伴って、町民の生

活行動はますます広域化し、行政ニーズも広域化してきています。今後は行政区域を越え

た課題も出てくることが予想されることからも、関係自治体との連携強化を図っていく

ことが重要です。

このため、岩国市や大竹市との連携はもとより、広島広域圏も含めた事業を推進するな

ど、広域連携のさらなる推進を図ります。

（１）岩国市や大竹市との連携の強化

広域的な行政ニーズに対応するため、岩国市や大竹市の実施する事業との調整を図

るとともに、新たな事業やイベント等について、広域的な連携のもとで参加・協力に努

めます。

（２）広域連携事業の推進

平成31年度に予定されている岩国市との新ごみ焼却施設の共同事業の推進など、新

たな事業などの広域連携を進め、町民サービスの向上に向けた共同事業を推進します。

その他の共同事業等についても、国・県や他の自治体の動向等にも注視しながら、広

域共同事業の推進に努めるとともに、一部事務組合のあり方についての調査・研究を推

進します。
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４
計画の推進と評価・点検

本計画の推進にあたっては、成果を重視した進行管理を行うため、行政評価システムを

導入することにより、施策や事業を成果の観点から評価・検証し、継続的な見直しや改善

に取り組みます。

また、循環型のマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を確立し、行政経営の質の

向上、効率的・持続的な循環をめざします。

◆行政マネジメントサイクルのイメージ

ＰＬＡＮ 計画する

・数値目標の設置

・基本的施策の決定Ｐ
ＤＯ 実行・推進する

・施策・取組の実施Ｄ
ＣＨＥＣＫ 評価する

・取組状況の確認

・数値目標の途中評価Ｃ
ＡＣＴＩＯＮ 改善する

・実施体制の見直し

・数値目標の未達原因分析Ａ
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１ 用語解説

－Ａ－

ＡＬＴ

外国語指導助手（Assistant Language Teacher）の略で、小中高校などの英語の授業

で日本人教師を補助する人のこと。

－Ｃ－

ＣＡＴＶ

ケーブル（通信線）を使って番組を送信するテレビ放送のこと。ケーブルテレビ。

－Ｉ－

ＩＣＴ

情報処理・情報通信分野に関連する技術の総称。情報通信技術。

－Ｊ－

ＪＥＴプログラム

外国の青年を招致し、地域レベルの国際交流の進展や語学教育の充実を図ることを目的

とした世界最大規模の人的交流プログラムのこと。

－Ｌ－

ＬＥＤ

発光ダイオード（Light Emitting Diode）の略で、電気を流すと発光する半導体の一種。

－Ｎ－

ＮＰＯ

営利を目的とせず、政府からも自立して、福祉やまちづくり等の社会貢献活動を行う民間

組織の総称。

－Ｐ－

ＰＤＣＡ

効率よく業務を行うための理論のことで、Plan（計画）・Do（実行）・Check（点検・評

価）・Action（改善・処置）の頭文字を取ったもの。

ＰＴＡ

保護者と先生の会（Parent Teacher Association）の略。子どもたちの健やかな育成と

教育環境の向上、社会教育及び家庭教育の充実などを目的とした組織。
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－Ｓ－

ＳＮＳ

ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）の略。

インターネット上の交流を通して社会的ネットワークを構築するサービス。

－Ｕ－

ＵＪＩターン

都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称。

－あ－

アクセス

交通手段や連絡手段、場所や施設、人への出入りや利用にあたっての利便性を指す。

アドバイザー

助言を行う人のこと。顧問。

－い－

インターネット

コンピュータネットワーク間の相互接続を行うことにより実現されるネットワーク。近

年は携帯電話やポータブルデバイスなど、さまざまな情報機器がネットワークにつな

がっている。

インフラ

インフラストラクチャー（Infrastructure）の略。住民生活の基盤となる施設。学校、病

院、道路、港湾、工業用地、公営住宅、橋梁、鉄道路線、バス路線、上水道、下水道、電

気、ガス、電話などを指す。

－き－

キャリアアップ

専門技能などを身につけ、経験を積むこと。

協働

同じ目的の達成に向けて協力して活動すること。

－く－

グリーンツーリズム

農山漁村余暇法において「農村滞在型余暇活動」を「主として都市の住民が余暇を利用し

て農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動」と

され、都市と農山漁村との住民どうしの交流を図る取組。
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グローバル

地球規模の動き、現象。国際感覚を取り入れた動き。

－け－

ケーブルテレビ

メタルケーブルや光ケーブルを用い、テレビ放送などを直接受像器に届ける放送形態。

特定の地域に限ったきめの細かい放送が行われている。

健康寿命

日常的に介護を必要としないで、自立した生活ができる生存期間。

－こ－

合計特殊出生率

１人の女性が生涯に何人の子どもを生むのかを推計した値。

コスト

生産や取引、サービスなどの活動に伴って発生する費用。

コミュニティ

よりよい地域をつくるために活動する住民相互のつながりや集まりのこと。

コミュニティスクール

地域の住民や保護者が学校運営協議会の委員になり、学校の運営方針を承認したり、教員

の任用に意見を述べたりする仕組みのこと。

コンパクト化

国土空間利用における人口・諸機能の集約化のこと。人口の減少を見通したうえで集落の

再編、市街地の維持・集約、都市の外延化の抑制等の施策を総合的に実施する。

－さ－

サロン

地域で高齢者や障害者、子育て中の方が、生きがい活動と元気に暮らすきっかけづくりを

見つけ、地域の人同士のつながりを深める自主活動の場のこと。

－し－

情報通信技術（ＩＣＴ）

ＩＣＴを参照。

－た－

第一次産業

産業を３部門に分類した場合の一区分で、農業、林業、漁業などの産業をいう。
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第二次産業

産業を３部門に分類した場合の一区分で、鉱業、採石業、砂利採取業、建設業、製造業な

どの産業をいう。

第三次産業

産業を３部門に分類した場合の一区分で、商業、運輸、通信、金融、公務、サービス業な

どの産業をいう。

タイアップ

結びつける（tie up）ことから、一般的には協力・提携関係をつくり、お互いに利益を共

有できる関係を築くこと。

団塊の世代

昭和22年から24年ごろの第1次ベビーブーム時代に生まれた世代のこと。

－ち－

地域協育ネット

幼児期から中学校卒業程度までの子どもたちの育ちや学びを地域ぐるみで見守り、支援

するための、概ね中学校区を一まとまりとした仕組。

地域包括ケアシステム

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自

分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービ

スを提供する体制。

地方創生

東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げることを

目的とした一連の政策。

－て－

データバンク化

現存するさまざまな情報を収集、蓄積して検索、参照、更新などを行い、サービスに活用

する仕組を構築すること。

データベース化

現存するさまざまな情報を蓄積し、情報を監視する仕組を構築すること。

デジタル化

紙や写真の文書、帳票、図面などをデジタル信号に変換して記録することで、データ活用

の効率化を図ること。
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－は－

ハザードマップ

自然災害による被害を予測し、その被害範囲を地図化したもの。

バリアフリー

障害者や高齢者等の社会的弱者が、社会生活に参加するうえで支障となる物理的な障害

や、精神的な障壁を取り除くための施策、若しくは具体的に障害を取り除いた状態のこと。

－ふ－

フレックスタイム

一定の定められた時間帯の中で、始業及び終業の時刻を決定することができる変形労働

時間制の一つ。

－へ－

平均寿命

死因にかかわらず生まれてから死ぬまでの期間。一般には0歳児の平均余命のこと。

ヘリフォワードベース

災害時の救助活動等に出動するヘリコプターの前線基地となる離着陸施設。

－み－

民生委員・児童委員

民生委員は、地域において住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉

の増進に努める方々を指す。児童委員は、地域の子どもたちを見守り、子育ての不安や妊

娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行う方々を指す。

－ゆ－

ユニバーサルデザイン

障害の有無にかかわらず、はじめからすべての人にとって使いやすいように意図してつ

くられた施設や情報、生活環境のデザインのこと。

－ら－

ライフスタイル

生活の様式のこと。

ライフステージ

人間の一生において、出生から就学、就職、子育てなど年齢に伴って変化する生活段階の

こと。
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－り－

リサイクル

ごみとなったものを原材料まで戻して、再び使用すること。

リスク

危険に遭う可能性や損をする可能性のこと。

－れ－

レクリエーション

主に休息や娯楽として行われる楽しみの活動。

－ろ－

ローリング

中・長期の計画を策定する方法のひとつで、毎年の環境変化を考慮して計画の見直しや必

要な改訂を行うこと。

－わ－

ワーク・ライフ・バランス

仕事と家庭や地域生活などとの調和をとり、その両方を充実させる生き方。仕事と生活の

調和。
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２ アンケート調査票

（１）一般町民アンケート調査
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（２）中学生アンケート調査
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３ 和木町第５次総合計画策定委員名簿

氏 名 性別 備 考

1 向田 毅 男 委員長

2 土井 佳子 女 副委員長

3 横川美代子 女

4 山本 和彦 男

5 小林 弘典 男

6 松島 馨 男

7 岡田 茂 男

8 太田 俊裕 男

9 轟 真由美 女

10 吉田 浅美 男

11 正木 友美 女

12 吉国 和美 女

順不同 敬称略
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